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第６章 「キャッシュレス社会」の生成と構造

　通貨の未来を語るためには，アメリカの相対的な地位の低下と基軸通貨ドルの今後，経済大

国となった習近平率いる中国の世界経済における地位と人民通貨元の台頭，トランプ大統領と

米中貿易戦争の今後，Brexit と欧州統合・Euro 統一通貨の今後，リーマンショック後の世界

経済とマイナス金利政策，IoT・Telematics・FinTech1) など経済社会のあらゆる領域での一層

の ICT 化・AI 利用の高度化などと，多面的な議論が必要である 2)。

　ここでは少しテーマを限定して，そうした事象も念頭に置きながら，ICT 技術の高度化に関

連して日本の国家的課題になった「キャッシュレス」社会とこれを実現する新旧の決済手段の

実態を究明する。

　この原稿にを執筆する最中にも，コンビニ大手のセブン -イレブンは，独自の決済サービス

である７pay を，その普及のために年間 500 億円以上のポイントやクーポンを付与して開始し

た 3)が，瞬く間にその導入に失敗した。これは，⑴消費増税による国民の負担軽減策と，⑵キャッ

シュレス化推進とを掛け合わせる性急な政策の産物のように思われる。そこで，本稿では，現

代社会におけるキャッシュレス社会の生成と構造を分析して，ICT が全面的に浸透する現代の

経済構造分析の一助となることを目指す。
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第１節 未来の値引きとしてのポイントの進化と派生関係

　最初に分析するテーマは，ポイントプログラムである。これは，⑴直接にはキャッシュレス

の支払ではないが，⑵現代では，クレジットカードにも，プリペイド型の電子マネーにも，コー

ド決済にも深く結びついた，決済に付帯した不可欠のプログラム
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

になっている。⑶それはクレ

ジットカードや電子マネーの本体機能とは区別されるが，⒜これに付帯した機能としても存在

するし，⒝独立した顧客サービスのプログラムとしても利用されている。これらの諸点を，最

初に説明するのは，元来のテーマ，キャッシュレス支払の現代的な姿を明らかにする点で不可

欠の予備作業であることが，その分析によって明らかになると考えるためである。

1. 眼前の商品の値引きから現代のポイントプログラムへの発展

　ここでは最終消費に入ってきた商品の販売者
4 4 4

と，これを購入する消費者としての購買者
4 4 4

を前

提する。この販売者と購買者が直接に対面して商品取引の際に行われる「眼前の商品の値引き」

から出発して，ポイントプラグラムは，少しずつ段階的に派生し発展してきたものである。そ

れゆえ本稿では，極めて簡潔ではあるが，（ア）現代のポイントプログラムに至る段階的な派生

関係を追跡することで，（イ）ポイントプログラムが，未来に先送りされた値引きによる，顧客
4 4

・

購買者の囲い込み
4 4 4 4 4 4 4 4

を目的とした経済的運動法則であることを明らかにする。この眼前の商品の

値引きから ICT の活用による高度なポイントシステムまでの展開を，本稿では派生関係
4 4 4 4

と呼ぶ

ことにする。

1) 眼前の商品の値引き

　この商品交換におけるポイントプログラムの起源は，眼前の商品の値引き
4 4 4 4 4 4 4 4 4

であると言える。

すなわち，販売者が，購買者と駆け引きをして一定額を値引きすることである。それは，⒜交

換対象の商品そのものを現時点で値引くことで，⒝次回の消費者にたいして何ら拘束力を持た

ないが，次回の購買に対する誘引を持たせるという効果がある。

2) 未来の時点での値引きや景品の提供への繰り延べによる顧客の囲い込み

　この値引きの制限を破って，販売者が消費者の消費行動に拘束
4 4 4 4 4 4 4

をかける方法は，未来の時点

での値引きや景品の提供を約束し，消費者に対して将来の購買へと誘導することである。すな

わち，⒜χ回来店したらと計測して，一定の基準を超えると値引きに相当するサービスを与え

るのである。⒝そのためにはこれを記録するスタンプシールを貼る紙製の台紙などの記録媒体
4 4 4 4

が必要になる。これによって未来の時点での値引きや景品の提供を行うが，これは販売者が運

営する店舗に制限されている。ここにこの 2) の限界がある。

3) 付与される値引きへの汎用性の付与

　とすると次の段階は，この値引きにたいして汎用性の付与が行われる。すなわち，⒜特定種

類の商品提供から，選択可能な複数の商品の値引き
4 4 4 4 4 4 4 4 4

への拡張に並行して，⒝スタンプやシール

の捺印・貼り付けから，多段階に換算できるポイント制
4 4 4 4 4

への移行などが，この汎用性を支える。

　こうしてポイント付与が常態化すると，現代の消費に一つの新しい特性が付加される。すな

わち，⒜上掲の「眼前の商品の値引き」のための値引き交渉の活動が抑止され，⒝接客対応の
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図１ 白濁方式のポイントカードと を利用した電子マネー

る。

こうしてポイント付与が常態化すると，現代の消費に一つの新しい特性が付加される。すな

わち，⒜上掲の「眼前の商品の値引き」のための値引き交渉
．．．．．

の活動が
．．．．

抑止
．．

され，⒝接客対応の
．．．．．

負担が軽減
．．．．．

され，⒞キャッシュレス支払の基礎
．．．．．．．．．．．．

を生むことになるのである。

記録媒体と読み取り装置の進化

さらにこの汎用性を踏まえて，これまで紙製の台紙であった記録媒体が，記録媒体と読み取
．．．．．．．．

り装置
．．．

への分化
．．．．

が行われる。これまでに活用されてきたものを発展段階として示すと以下のよ

うになる。⒜厚紙のカードに１次元・２次元バーコードを印刷して読み取るメンバーズカード

方式，⒝追記のみ可能な使い切りのサーマル方式のカードや，⒞磁気ストライプを付した紙製

のカードに，磁気を使って書込みと読み取りをする方式，⒟光沢がある銀色のエリア内に白濁

文字で約 回リライトできるため，獲得したポイントを一目で確認できる白濁方式やロイコ

方式のリライトカード，⒠かざすだけで読み書きを約 秒で完了でき，カード内にフォルダ・

ファイル相当の機能を持たせることでセキュリティーと多機能の開発可能性を持つ非接触型

カード ●の活用などが，これに該当する。しかし，この⒜から⒠の技術には大きな

開きがあり，後段で検討する電子マネーなどへの応用例にたいして，ポイントカード機能を単

独で使用する場合には，⒠は高価に過ぎるという点にも留意されたい。付図の例では，白濁方

式と電子マネー機能と統合された 等を挙げている。

こうした紙の台紙への押印・シール貼り付けの段階から，白濁方式・ロイコ方式や 式

などの電子式の記録媒体
．．．．

への発展を見ると，これを読む読取機器
．．．．

の側の発展が対応することが

分かる。

読取機器の機能の多様化とデータの分離

すなわち，ポイント記録媒体の進化に対応して，読取機器
．．．．

の多様化
．．．．

である。すなわち，⒜最

初は，人の目で確認する台紙券面に記載されたスタンプやシールという記載内容が重要であっ

たが，⒝この情報が，券面の代わりである電子式記録媒体から分離したデータとして，読み取

り装置経由でコンピュータに保存され，⒞この分離データにたいするデータ分析
．．．．．

の可能性が与

えられたのである。

ここには，⒟記録媒体と読取装置の発達とそれらの低価格化，⒠読取装置のスタンドアロー

ンの活用から レジやクラウドコンピューティングを含むネットワーク利用，⒡この情報処

理の機器においてハードウェアに対するソフトウェアの分離や，⒢ソフトウェアのインターネ

ット・ダウンロードによる逐次更新が可能になるなどの発展が生じた。

負担が軽減
4 4 4 4 4

され，⒞キャッシュレス支払の基礎
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を生むことになるのである。

4) 記録媒体と読み取り装置の進化

　さらにこの汎用性を踏まえて，これまで紙製の台紙であった記録媒体が，記録媒体と読み取
4 4 4 4 4 4 4 4

り装置への分化
4 4 4 4 4 4 4

が行われる。これまでに活用されてきたものを発展段階として示すと以下のよ

うになる。⒜厚紙のカードに１次元・２次元バーコードを印刷して読み取るメンバーズカード

方式，⒝追記のみ可能な使い切りのサーマル方式のカードや，⒞磁気ストライプを付した紙製

のカードに，磁気を使って書込みと読み取りをする方式，⒟光沢がある銀色のエリア内に白濁

文字で約 500 回リライトできるため，獲得したポイントを一目で確認できる白濁方式やロイコ

方式のリライトカード，⒠かざすだけで読み書きを約 0.1 秒で完了でき，カード内にフォル

ダ・ファイル相当の機能を持たせることでセキュリティーと多機能の開発可能性を持つ非接触

型 IC カード FeliCa4) の活用などが，これに該当する。しかし，この⒜から⒠の技術には大き

な開きがあり，後段で検討する電子マネーなどへの応用例にたいして，ポイントカード機能を

単独で使用する場合には，⒠は高価に過ぎるという点にも留意されたい。図１の例では，白濁

方式と電子マネー機能と統合された Edy 等を挙げている。

　こうした紙の台紙への押印・シール貼り付けの段階から，白濁方式・ロイコ方式や FeliCa

式などの電子式の記録媒体
4 4 4 4

への発展を見ると，これを読む読取機器
4 4 4 4

の側の発展が対応すること

が分かる。

5) 読取機器の機能の多様化とデータの分離

　そこで，ポイント記録媒体の進化に対応して，読取機器の多様化
4 4 4 4 4 4 4 4

である。すなわち，⒜最初

は，人の目で確認する台紙券面に記載されたスタンプやシールという記載内容が重要であった

が，⒝この情報が，券面の代わりである電子式記録媒体から分離したデータとして，読み取り

装置経由でコンピュータに保存され，⒞この分離データにたいするデータ分析
4 4 4 4 4

の可能性が与え

られたのである。

　ここには，⒟記録媒体と読取装置の発達とそれらの低価格化，⒠読取装置のスタンドアロー

ンの活用から POS レジやクラウドコンピューティングを含むネットワーク利用，⒡この情報処

理の機器においてハードウェアに対するソフトウェアの分離や，⒢ソフトウェアのインター

ネット・ダウンロードによる逐次更新が可能になるなどの発展が生じた。 
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表１ のＴポイントの分野別主要加盟企業

共通ポイントシステムへの飛躍

さらにこうした事態と前後して，特定の店舗に限定されてきたポイントの通用範囲が拡大さ

れて，⒜連携する多数の店舗・企業に通用する共通ポイントシステム
．．．．．．．．．．

への飛躍が起こった。こ

の飛躍とともに，⒝連携する多数の店舗・企業の中に， ｱ このグループに加盟してこのポイン

トシステムを活用する店舗・企業と， ｲ このポイントシステムを運営する企業との分離が生

まれた ●。と同時に，加盟店舗とポイントシステム運営企業との間の関係が，後者がポイ

ントプログラムの担い手としてプラットフォーム
．．．．．．．．

の役割を果たし，情報の集積を存立基盤にし

て支配的性格を発揮できるようになった。ここでは のＴポイントにおける産業分野別主要

企業を掲げる（表１）。

販売と顧客の情報による業者の自己分析

読み取り機器に保存されたデータを，コンピュータで分析可能することで，販売情報
．．．．

と
．
顧客
．．

情報
．．

による業者の自己分析
．．．．．．．．．．

が可能になる。すなわち，ポイントデータは，顧客の名前，性別，

年齢，住所（地図データ），電子メールアドレスなどと紐づけられることにより，高度なデータ

分析が可能になる。すなわち， 分析やデシル分析 ●，所持ポイント，客単価分析，曜日

時間帯別分析，日別・月別売上高，入会者分析などが可能になる一方，次にみるように顧客に

向けたメッセージを発信することもできる。

顧客への発信と受信デバイスの展開

こうしたデータ分析の上に，電子化したポイントシステムは，顧客への発信と受信デバイス
．．．．．．．．．．．．．

6) 共通ポイントシステムへの飛躍

　さらにこうした事態と前後して，特定の店舗・個別企業に限定されてきたポイントの通用範

囲が拡大されて，⒜連携する多数の店舗・企業に通用する共通ポイントシステム
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

への飛躍が起

こった。この飛躍とともに，⒝連携する多数の店舗・企業の中に，（ア）このグループに加盟し

てこのポイントシステムを活用する店舗・企業と，（イ）このポイントシステムを運営する企業

とへの分離が生まれた 5) 6)。と同時に，加盟店舗とポイントシステム運営企業との間の関係が，

後者がポイントプログラムの担い手としてプラットフォーム
4 4 4 4 4 4 4 4

の役割を果たし，情報の集積を存

立基盤にして支配的性格を発揮できるようになった。ここではカルチュア・コンビニエンス・

クラブ（CCC）のＴポイントにおける産業分野別主要企業を掲げる（表１）。

7) 販売と顧客の情報による業者の自己分析

　読み取り機器に保存されたデータを，コンピュータで分析可能することで，販売情報と顧客
4 4 4 4 4 4 4

情報による業者の自己分析
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

が可能になる。すなわち，ポイントデータは，顧客の名前，性別，

年齢，住所（地図データ），電子メールアドレスなどと紐づけられることにより，高度なデー

タ分析が可能になる。すなわち，RFM 分析やデシル分析 7)，所持ポイント，客単価分析，曜日

時間帯別分析，日別・月別売上高，入会者分析などが可能になる一方，次にみるように顧客に

向けたメッセージを発信することもできる。
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表２ 日本と諸外国のキャッシュレス決済比率

注 全国銀行協会金融調査研究会「キャッシュレス社会の進展と金融制度のあり方」 年。

ここでは国際決済銀行 の 統計等を活用して最終消費支出に占めるクレジットカ

ード，デビットカード，電子マネーによる決済額の比率を「キャッシュレス比率」と定義

して，日本がドイツについで低位の ％と指摘している。

の展開
．．．

を可能にする。すなわち，⒜顧客自身に購入履歴の閲覧や，再発注付や，取得ポイント

を参照できたり，⒝付与すべきポイントを機動的戦略的に変化させることが可能になる。

クレジットカードや電子マネーとポイントシステム ― 単独利用と融合 ―

ここでの対象は，キャッシュレス決済とは区別されるべき，ポイントシステムである。これ

は，一方で，⒜後述するクレジットカードや電子マネーと組み合わされる場合もあれば，⒝ク

レジットカードや電子マネーから分離して，独立のシステムとして提供される場合もある。

前者の場合，本体機能であるクレジットカードや電子マネーの利用にたいしてポイントを付

与するというように，本体機能のインセンティブの役割を果たす。これによってポイントシス

テムは飛躍的に発展した。

これにたいして，後者⒝のタイプは，上掲 で示したように，共通ポイント化する必要

はなく，年々進んでいる小型化，低価格化，クラウド化などによって，むしろ単独店舗でコス

ト負担の小ささを有効利用することが可能である。この場合，ポイントシステムの導入は，ポ

イントそのもののインセンティブによる顧客のつなぎとめと，小型・安価な機材でも，今日で

は，上掲 や の機能が十分利用可能である。経営資源が限られる中小事業者にとっては，

ｱ 経費のかかる 広告やキャッシュレス支払のための使用料負担を止めて， ｲ 限られた資

源をその時点で獲得できたリピーターとの関係を強化するために活用する方が良い場合があ

ると言える。

日本政府や業界団体の分析によると，日本のキャッシュレス支払いの割合が，ドイツなどと

並んで低位であると指摘されている。しかし，どのようにして実態を低位だと検出しているか

には注意が必要である。

例えば，全国銀行協会に設置された金融調査研究会 ●は，表２のような各国比較を行って

いる。そこでは「キャッシュレス決済比率」という概念を提示して，日本のキャッシュレス化

の比較を行っている。それは表の注釈に説明してあるように，各国の最終消費支出に占めるク

レジットカード，デビットカード，電子マネーによる決済額の割合を算定して，ドイツと日本

のキャッシュレス決済比率が，その他諸国に比べて低いと指摘している。

8) 顧客への発信と受信デバイスの展開

　こうしたデータ分析の上に，電子化したポイントシステムは，顧客への発信と受信デバイス
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

の展開
4 4 4

を可能にする。すなわち，⒜顧客自身に購入履歴の閲覧と再発注や，取得ポイントの参

照ができたり，⒝付与すべきポイントを「ポイント５倍セール」のようにして機動的戦略的に

変化させることが可能になる。

2. クレジットカードや電子マネーとポイントシステム ― 単独利用と融合 ―

　ここでの対象は，キャッシュレス決済とは区別されるべきポイントシステムである。これは，

一方で，⒜後述するクレジットカードや電子マネーと組み合わされる場合もあれば，⒝クレ

ジットカードや電子マネーから分離して，独立のシステムとして提供される場合もある。

　前者の場合，本体機能であるクレジットカードや電子マネーの利用にたいしてポイントを付

与するというように，本体機能のインセンティブの役割を果たす。これによってポイントシス

テムは飛躍的に発展した。

　これにたいして，後者⒝のタイプは，上掲 1.-6) で示したような共通ポイント化する必要は

なく，年々進んでいる小型化，低価格化，クラウド化などによって，むしろ単独店舗でコスト

負担の小ささを有効利用することが可能である。この場合，ポイントシステムは，ポイントそ

のもののインセンティブによって顧客をつなぎとめ，小型・安価な機材でも，今日では，上掲

1.-7) や 8) の機能が十分利用可能である。経営資源が限られる中小事業者にとっては，（ア）経

費のかかる Web 広告やキャッシュレス支払のための使用料負担を止めて，（イ）限られた資源を

その時点で獲得できた例えば 200 人のリピーターとの関係を強化するために活用する方が良い

場合があると言える。

　日本政府や業界団体の分析によると，日本のキャッシュレス支払いの割合が，ドイツなどと

並んで低位であると指摘されている。しかし，どのようにして実態を低位だと検出しているか

には注意が必要である。

　例えば，全国銀行協会に設置された金融調査研究会 8) は，表２のような各国比較を行って
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いる。そこでは「キャッシュレス決済比率」という概念を提示して，日本のキャッシュレス化

を国際比較している。それは表の注釈に説明してあるように，各国の最終消費支出に占めるク

レジットカード，デビットカード，電子マネーによる決済額の割合を算定して，ドイツと日本

のキャッシュレス決済比率が，その他諸国に比べて低いと指摘している。

　しかし，果たしてそうであろうか。第一に，本節で検討したポイントカードシステムは，ク

レジットカード，デビットカード，電子マネーによる決済と融合しているものもあれば，単独

で導入され消費者の一定の経済取引を仲介する電子化を担っている。私は，中小零細事業者に

よる低価格で高度なポイントシステムの利用は，⑴最終消費の諸側面における ICT の現代的進

歩と普及を表しており，⑵日本における販売管理の情報化の進展を表していると考える。した

がって，ポイントシステムの導入は，全国の業者の ICT 対応の能力を表す一つの重要な指標で

あると考える。それは，利用料の壁を越えれば，IoT，Telematics，FinTech など社会経済の

さらなる ICT 化の基盤となるものである。

　また，第二に，キャッシュレス化という点では，日本における金融システムは，第１次オン

ラインシステムとして 1960 年代半ばに勘定系システムが開発・構築された 9)。その後のオン

ライン化の進展を踏まえると，後述する電子化・ネットワーク化された内国為替と振込・口座

振替は，キャッシュレス支払の基盤をなしている。すなわち，日本と諸外国を比較する場合に，

そうした銀行と金融システムの歴史において，如何なる裾野をもって日本の金融機構が ICT 化・

ネットワーク化してきたかという諸点を検討しないで，クレジットカード，デビットカード，

電子マネーの三つの指標で論じることは，日本の金融機構の ICT 化を推進する本来の目的が何

であったかを見誤らせる可能性があると言わねばならない。大きな政策立案とその実施には，

一国金融史の全体性と歴史性，そしてその観点からする地域性への慎重な配慮が必要である。

　上述のようにポイントシステムは，単独のシステムとしても成立するが，他方，現代のキャッ

シュレス支払システムの多様なものと複雑に結びついている。そこで，次に支払いシステムと

いう本稿の主要テーマに切り込む。

第２節 商品取引の諸契機の分離と統合 ― キャッシュレス支払を巡る派生関係 ―

　ポイントプログラムと同様に，ここでのテーマである商品取引と支払についても，極めてコ

ンパクトにではあるが，その発展過程と派生関係を追跡する。ここで対比するのは，⑴中央銀

行が発行する銀行券（法貨）による現金取引関係を，⑵コンピュータネットワーク上で電子的

な情報通信にもとづいて商品を売買すること，すなわち電子商取引 (electronic commerce)10)

とを対比して，キャッシュレス支払の本質を簡潔明瞭に明らかにし，現金授受による取引が

キャッシュレス取引に移行するとは，どのような事態であるかを解明する。最後に，⑶高度化

する電子デバイスの可能性を，スマートフォンを例に取り，その技術的基礎から派生する経済

的金融的機能を分析する。

1. 現金取引を構成する諸条件

　ここに言う現金取引とは，顧客が事業者の店舗に出かけて行き，業者と対面して商品の質に

納得して価格面で合意し，その場で現金が手渡される一連の過程である。それは，現金が支払

われると完了してしまう後腐れの無いもの（finality のある決済 11））である。これを図示す
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図２ 直接の現金取引からキャッシュレス取引への移行

る者として出会い，品物と価格で合意に至る。これが図の①である。これを踏まえて，図の②

でＢは商品を手渡し，③でＡは現金をＢに渡す。

キャッシュレス化の第一要件：諸条件の分離と派生

では次に，この商品取引が電子商取引に移転され，支払いがキャッシュレス化するとどうな

るであろうか。キャッシュレス取引とは「各種取引において紙幣や硬貨といった現金通貨を用

いない」取引であると言われる。結論から言えば，現代の電子商取引では，商品取引の要素で

ある，図の①から③の現金取引
．．．．

の
．
いろいろな機能が分離
．．．．．．．．．．

している。それを図の上下に記した。

図の①は，ＡとＢとが店舗で出会いと品物や価格について合意することであった。これが左

上の「①からの分離」に示したように店舗から分離できる。すなわち，電子商取引によって，

ウェブ上で商品のスペック・拡大写真・価格・商品レビューなどを見て，顧客Ａは当該商品を

「買い物かご」に入れる。この一連の作業が可能になると，当該の商取引は現金取引の現場か

ら分離して，サイバー空間に移動する。同様に，図の②の商品の授受も分離が可能である。ウ

ェブで注文すると，店舗に行かずとも宅配便に仲介されて商品は自宅等に配送される。

しかし，ここで大事なのは③の現金の授受である。現金取引では，現金は支払者Ａの手中に

あり，その後，受取者Ｂの手中に渡ったが，図下の「③の分離」では，銀行にあるＡの預金口

座の残高α円から商品代金χ円が引き去られて，Ｂの口座残高β円にχ円が加算されている。

このように，Ａの手中からＢの手中への現金の移転が，⑴まず両者に預金口座が開設され，⑵

これを前提にして，χ円だけＡ口座からＢ口座へ移動されるという金融的過程に分離されてい

る。

では，この分離が可能になるためには，如何なる条件が介在しているのであろうか。次には，

③の資金移動の分離を可能にする条件が問題になる。

この分離が可能になる前提には統合がある ― 分離と統合による派生関係の形成 ―

このような分離があるところには統合が必要
．．．．．．．．．．．．．．．

になる。どのようにして支払者Ａと預金口座Ａ

は確実に結びつき，χ円の移転が間違いなく確認・遂行できるのか？同様に，Ｂとその口座も

結び付いて間違いがないか。すなわち，分離は統合を前提にして可能になる。これは，⑴口座

ると図２の中段になる。

　人物Ａは商品を購入して現金を払う支払者
4 4 4

で，対面するＢは商品販売をして，現金を受け取

る受取者
4 4 4

である。まず，図の①で，二人は商品の購入を希望する者とＡが欲する商品を販売す

る者として出会い，品物と価格で合意に至る。これが図の①である。これを踏まえて，図の②

でＢは商品を手渡し，③でＡは現金をＢに渡す。 

2. キャッシュレス化の第一要件：諸条件の分離と派生

　では次に，この商品取引が電子商取引に移転され，支払いがキャッシュレス化するとどうな

るであろうか。キャッシュレス取引とは「各種取引において紙幣や硬貨といった現金通貨を用

いない」取引であると言われる。結論から言えば，現代の電子商取引では，商品取引の要素で

ある，図の①から③の現金取引のいろいろな機能が分離
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

している。それを図の上下に記した。

　図の①は，ＡとＢとが店舗で出会いと品物や価格について合意することであった。これが左

上の「①からの分離」に示したように店舗から分離できる。すなわち，電子商取引によって，ウェ

ブ上で商品のスペック・拡大写真・価格・商品レビューなどを見て，顧客Ａは当該商品を「買

い物かご」に入れる。この一連の作業が可能になると，当該の商取引は現金取引の現場から分

離して，サイバー空間に移動する。同様に，図の②の商品の授受も分離が可能である。ウェブ

で注文すると，店舗に行かずとも宅配便に仲介されて商品は自宅等に配送される。

　しかし，ここで大事なのは③の現金の授受である。現金取引では，現金は支払者Ａの手中に

あり，その後，受取者Ｂの手中に渡ったが，図下の「③の分離」では，銀行にあるＡの預金口

座の残高α円から商品代金χ円が引き去られて，Ｂの口座残高β円にχ円が加算されている。

このように，Ａの手中からＢの手中への現金の移転が，⑴まず両者に預金口座が開設され，⑵

これを前提にして，χ円だけＡ口座からＢ口座へ移動されるという金融的過程に分離されてい

る。

　では，この分離が可能になるためには，如何なる条件が介在しているのであろうか。次には，

③の資金移動の分離を可能にする条件が問題になる。
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3. この分離が可能になる前提には統合がある ― 分離と統合による派生関係の形成 ―

　このような分離があるところには統合が必要
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

になる。どのようにして支払者Ａと預金口座Ａ

は確実に結びつき，χ円の移転が間違いなく確認・遂行できるのか。同様に，Ｂとその口座も

結び付いて間違いがないか。すなわち，分離は統合を前提にして可能になる。これは，⑴口座

開設の時点と，⑵取引の時点という二段階で問題になる。

　⑴の口座開設時点では，銀行に来店したＡやＢという人物が本当に当人か，本人確認
4 4 4 4

が必要

になる。顔写真の付いている運転免許証やマイナンバーカード，パスポートなどで確認を確か

なものにして，Ａと口座Ａを紐づける必要がある。Ｂも同様である。

　次に，⑵の各取引が行われる時点では，かつては預金口座の帰属を示す通帳
4 4

と印鑑
4 4

（これに

基づく指図書）が必要であった。しかし，印鑑はやがてキャッシュカード
4 4 4 4 4 4 4 4

に取って代わられ ,

特別な読み取り装置を使って，⒜磁気ストライプカード
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

のストライプ（磁性体）を読み取るも

のから，⒝情報量が多く安全な IC チップを搭載したＩＣカード
4 4 4 4 4

12) へと進化した。さらに現代

では，⒞顔，指紋・掌紋・声紋，指静脈，光彩，耳音響など個人の生物的特徴で検知する生体

認証を援用する場合もある。また，この印鑑に相当する認証媒体を読み取る側も，⒟行員によ

る印影の照合・確認から，現金自動預け払い譏（ATM）や，現金自動支払い機（CD）での処理

になる。⒠そうすると双方向性が生まれ，ATM の画面から入力することで，店舗の人的事務処

理に依存せず，払い込みの指図
4 4 4 4 4 4 4

を顧客自らが行うことも可能になった 13)。

　ここで明らかになることは，一方で，取引に関わる基本機能は現金取引の時代と共通してい

るが，他方で，今日，これらの諸機能の一定部分が新しい技術的基礎の下で分離され
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，それを
4 4 4

統合する
4 4 4 4

手だてが打たれることで，複雑な派生関係を展開させ，支払い決済の機能を拡張させ

てきたという点である。

4. スマートフォンの技術的基礎が与えた新しい支払機能の可能性

　そこで，一定の飛躍があることを承知の上で，ここにスマートフォンを支払機能の拡張とい

う観点から位置づけてみる。「通帳と印鑑 14) → キャッシュカード→ スマホ」という分離と統

合の軌跡，つまり派生関係
4 4 4 4

があり，この延長線上にスマホの経済機能を位置付けて，その可能

性について検討する。

　スマートフォンは，⑴移動体通信なので，出先のその場から買い物のために「預金残高から

χ円だけ，この業者に支払え！」と命令することが可能となる。後述のクレジットカードの場

合，銀行口座と顧客の間にクレジットカード会社またはその代理店が介在して，電話回線等を

使ってカードの読み取り装置で指示する必要があるが，スマホの場合には，常時接続の状態で

あり，OS 等の立ち上げの時間も不要でスピーディーに命令を出すことが可能になる。

　さらに，スマ－トフォンは，⑵方位磁石の役割をするデジタルコンパス 15) を装備しており，

これは近隣の店舗を案内したり，取引情報とともに位置情報も検知して，ビックデータとして

収集・分析したりすることも可能となる。

　また，⑶スマートフォンに装備されたカメラは，インスタ映えする写真を撮れるだけでなく，

QR コード 16) の読み取り装置として使え，それは支払いの入力を簡便にできる可能性を与えた。

　⑷スマートフォンは Wi-Fi・ブルートゥース・近距離無線通信 (NFC) などに使うトランスミッ

ターを搭載しているため，スマホによる支払決済では，店内に入るとレジと即座に同期する

Apple Pay のような機能が使えるようになる。つまり，スマホを媒体にすると，相手に何らか
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の読み取り装置さえあれば，支払の技術革新とその利便性の拡張が期待できる。

　しかし，単体のスマホの可能性だけを見てはいけないのであり，これを支える重要な条件が

ある。すなわち，銀行の専用回線によるネットワークのみに依存する時代から，インターネッ

トが登場して，さらにネットワークが高速・大容量・安価になり，ふさわしいセキュリティー

が確保されるという条件である。これらによって，スマートフォンが，上述の派生関係をさら

に展開させることが現実となった。

5. 分離・統合と派生関係の展開にはそれぞれの応用領域に応じた多様性がある

　ここまでで現金支払いによる商品取引から，それを成立させる諸条件が分離され，統合され

つつ，より柔軟な支払システムへと派生する展開を見てきた。

　しかし，図２にある①から③の分離がすべて発生しなければならないのだろうか。おそらく

そうではなく，例えば，①の分離ではなく，店頭に行ってスマホで支払うこともあるし，②の

分離ではなく，店頭で商品を受け取ることもあるし，③の分離ではなく，銀行口座を使わない

電子マネーという別の仕組みに依存することもあるからである。

　すなわち，現代のキャッシュレス社会は，社会の諸領域ごとの固有の事情やビジネスモデル

から，それぞれに応じた最適の支払方法がバラバラに生まれ，それらが激しい競争関係に置か

れて，目下の錯綜とした状況が生まれていると言える。

第３節 キャッシュレス支払の多様な姿を鳥瞰する

　では，キャッシュレス支払にはどんなものがあるのかについて見ていく。紙幅の限界から，

簡潔に示すために，２ページにわたり，日本のキャッシュレス支払の鳥瞰図を表にした（表

1-1，1-2）。

　この鳥瞰図が示している重要な枠組みは，表の左上，各種の支払の「①存立基盤」が，大きく，

「Ⅰ . 金融機関の口座残高を直接移動させる」，「Ⅱ . 口座残高を上位の機構を作って移動させ

る」，「Ⅲ .預金金融機関の口座に依存しない」の三つに分かれているところである。

　先ほど図２で想定したＡとＢの支払は，戦後日本の金融システムで最も根幹をなす「金融機

関の預金口座」の残高をχ円だけ移動させた。これは，この表「①存立基盤」に言うⅠ「金融

機関の口座残高を直接移動させる」のカテゴリーに属している。しかし，ここに上位の機構と

してクレジットカード会社が介在して，店頭でのカード払いを可能にするという機構も生まれ

るのである。これを系統的に検討していくが，これ以降の各見出しは，表１の分類のアルファ

ベットに対応している。

A. 預金金融機関の口座を活用した振込・口座振替

　したがって，表１の「Ａ .振込・口座振替」は，キャッシュレス支払の原点であり基盤である。

個別の銀行内外に張り巡らされた，安全な専用回線で結ばれたネットワークを介して，支払者

が自らの預金の一定額を受取者の口座へ移転するよう指示する。これが振込
4 4

で，第三者の指示

に基づいて，顧客の預金口座の資金を受取者の口座に移動させるのが口座振込
4 4 4 4

である。これら

の内国為替取引は，預金・貸金に並ぶ銀行の三大固有業務である。勘定系システムの構築を行っ
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①存立
　基盤

Ⅰ.金融機関の口座残
　　高を直接移動させ
る

Ⅲ.預金金融機関の口
    座に依存しない

②分類

A.振込・口座振替 B.デビットカード Ｊ-
Debit（＋国際ブラン
ド）

C.クレジットカード D.口座振替受付サー
ビス 　Pay-easy

E.資金移動業者の送
金 LINE Pay，Yahoo
ｳｫﾚｯﾄ

③仕組
みと特
徴

⑴支払者と受取者が
保有する預金の残高
を，専用回線で結ば
れたネットワークを介
して移動させる。⑵リ
アルタイム，専用回線
によって安全確実。⑶
振込は，支払い者の
指図で行い，振替は
第三者からの委託に
よる。⑷大口の資金
移動にも対応。

⑴左のⅠを前提に，
⑵支払者のキャッシュ
カードと店舗の読み
取り装置とで，店頭で
預金の一定額を受取
者＝店舗の口座に移
動させる。⑶支払者に
は金利・手数料がか
からず，即日決済され
る。⑷国際ブランドで
は右のクレジットカー
ド会社が運営（付加価
値）。

⑴販売信用として，顧
客の商品等の購入代
金をいち早くカード会
社が立替払いし，⑵
複数の利用をまとめ
て顧客は後払いす
る。⑶購入代金は後
払いで，リボ払いなど
多様な支払いが可
能。⑷クレジットカード
の普及を巡って，流通
系カードの創設，激し
いポイント付与競争。
顧客にとっては現金
管理の改善。

⑴国庫金，地方税，
電気・ガス・電話等の
公共料金，会社等へ
の代金支払いを，⑵
金融機関窓口・コンビ
ニ等ではなく，ATM・
電話，PC，モバイルな
どの新しいチャネルで
効率的な収納を目指
す。⑶本人確認不
要。家族名義での支
払いも可能。

LINE Payでは，⑴アプ
リをダウンロードし，
⑵本人確認必要でレ
シート不要，⑶銀行・
コンビニでチャージし
て，LINEの友人に送
金が可能。⑷受領者
は，銀行で出金でき，
JCB加盟店で買い物
可能。⑸LINE Payの
場合，入金・送金・受
取無料で，出金手数
料が200円。⑹一般に
送金は，営業店型，イ
ンターネット・モバイル
型，カード・証書型が
ある。

④存立
基盤

全国銀行協会の下に
建設された全国銀行
資金決済ネットワー
ク。

⑴日本電子決済推進
機構，⑵NTTデータ
CAFISクリアリングセ
ンターで決済情報を
管理。

⑴顧客（預金口座）を
基礎に，⑵クレジット
カード会社，⑶加盟
店，⑷決済代行会社
が関与。

⑴日本マルチペイメン
ト運営機構（推進協議
会），⑵利用者＝預金
者，⑶預金取扱金融
機関，⑶多数の民間・
金融・自治体等の収
納者。

⑴SNSとしての巨大な
顧客基盤を基礎にし
て，⑵銀行口座を紐
づけることで，システ
ムを送金に転用す
る。

⑤制約

⑴巨額のシステム・回
線投資は参入障壁で
あり，⑵投資負担であ
り，⑶新しいＩＣＴ化が
迫る。(4)預金保険法
によって，決済債務が
全額保護される（資金
移動業者との相違に
も注意）。

⑴金融機関のキャッ
シュカード情報のみに
依存する取引，⑵加
盟店数に制約され，
⑶インターネット取引
不可，⑷J-Debitは日
本独自のため海外で
利用できず。

⑴与信審査によって
利用可能枠と有効期
限が設定される。⑵
金利・手数料がかか
る。⑶使い過ぎの危
険性がある。

⑴利用に際して利用
者の金融機関にイン
ターネットバンキングﾞ
利用登録が必要。⑵
収納組織数が2019年
５月で1958と限られて
いること。

⑴外貨も含め100万
円（相当）の制限，⑵
利用者では，ｱ.LINE
PayはLINEの友人だ
け，ｲ.Yahoo｣ｳｫﾚｯﾄで
はLINEかFacebookの
アドレス帳の友人だけ
に制限される。

⑥技術
的展開
と派生
関係

⑴1973年稼働，⑵
2011年第六次全銀シ
ステムで取引量とセ
キュリティー，1億円以
上の即時取引，電文
交換による高度化な
ど。⑶右記された諸取
引の土台をなす。

⑴1998年日本デビット
カード推進協議会か
ら⑵2005年現行体制
へ。⑶キャッシュアウ
ト，プリペイドチャー
ジ，⑷2019年秋，スマ
ホ決済ｻｰﾋﾞｽBank
Pay（QRｺｰﾄﾞを使って
銀行口座から直接引
き落）を開始する予
定。⑷コンビニなどで
はPOSｼｽﾃﾑとバー
コードを活用。

⑴1960年日本ダイ
ナース設立に始まる。
⑵紙，磁気，ＩＣチップ
へとセキュリティー強
化。⑶1970年代末，
国際化，全国の地銀
等とのフランチャイズ
化の進展。⑷1977年
POS連動のリボ開
始。⑸高速処理の進
展。⑹流通系カード。
⑺柔軟にネット通販で
の多種のカード決済
への対応のための決
済代行会社の仲介。

⑴公共料金の収納
が，多様な方法で可
能。⑵納付機関に即
時に消込情報が通知
される。⑶通信コスト
では，使用量に応じて
個別型・共同利用型
などが選択できる。⑷
納税では，自治体は
標準機能のみで，ペ
イジー番号の生成，
納付書作成の対応な
どで導入が容易。

⑴2010年資金決済に
関する法律によって，
内閣総理大臣の登録
を受けて銀行以外の
業者が，資本金の制
限がなく，兼業でも行
える資金移動業者が
生まれた。⑵業者が
参入して競争激化。
⑶レストラン等では
QRコードを活用して
決済を可能にしたり，
グループ割勘支払も
可能になる。⑷SNSの
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾏｰから派生
して，関連する業者を
組織しつつ，資金移
動業者を担う。

⑦その
他

与信審査による利用
制限。

⑴100万円の制限，⑵
10万円の送金や送金
の反復で支払者・受
取者の本人確認の義
務。⑶更なる上限額
の緩和は、銀行への
脅威となる。

⑧参照
全国銀行資金決済
ネット

日本電子決済推進機
構

日本クレジット協会 日本マルチペイメント
ネットワーク推進機構

日本資金決済業協会

Ⅱ.口座残高を上位の機構を作って移動させる

表 2-1　日本から見たキャッシュレス決済の鳥瞰図
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①存立
　基盤

②分類
F-1.前払い式支払手
段
 交通系電子ﾏﾈｰ

F-2.前払式支払手段
 Waon

G-1.仮想通貨　原型：
Bitcoin

G-2.仮想通貨
MUFGｺｲﾝ，Ｌｉｂｒａ

G-3. 中央銀行デジタ
ル通貨(CBDC）

③仕組
みと特
徴

⑴鉄道乗車券からの
派生。⑵改札の柔軟
で迅速な処理。⑶北
海道から九州まで，
鉄道・バス会社の連
携が機能を拡張させ
る基盤。⑷買い物にも
使え，小銭を用意す
ることなく支払える
カード。⑸チャージ機
能による，繰り返し使
えるカードへ。⑹Ｓｕｉａ
を，氏名等登録して
My Suca，Ｓｕｉｃａ定期
券と転換できるリライ
ト機能。⑺遺失の際
の機能停止と再発行
機能。

⑴イオングループのＩ
Ｃカード型前払式の電
子マネー。⑵店舗の
レジ，チャージャー，イ
オン銀行ATMで
チャージ。⑶支払は，
店舗レジで。⑶ポイン
トサービスのインセン
ティブ。⑷発行手数料
300円，⑸年会費無
料，⑹年齢・個人情報
登録無し。⑺ポイント
のWaonへの交換。⑹
端末による利用履
歴。⑺利用者登録を
すると紛失・盗難時の
残高移行やﾎﾟｲﾝﾄ２倍
のｻｰﾋﾞｽ。

⑴一国の法制と中央銀
行により提供される法
定通貨に対して，不特
定の者を相手に相互に
交換できる財産的価値
で，電子情報処理組織
で移転できるもの。⑵
Bitcoinは，ブロック
チェーン技術，暗号ハッ
シュ，P2Pなどの技術を
組み合わせて，取引を
約10分に一回ブロック
として追記し，それを分
散共有するために，改
竄できず無限に追記す
る特性を使い通貨とし
て生み出された。

MUFGコインは，⑴都
市銀行と地方銀行等
の連携により仮想通
貨をプライベートブ
ロックチェーンの方向
へ応用して安全性を
確保し，⑵円に連動を
こころみレートの安定
を追及し，⑶従来の
専用回線に代わるブ
ロックチェーン技術の
低廉性を活かす。⑷
ビックデータの活用。
⑸Libraは⑸SNSの顧
客を活かし，世界を視
野にした金融包摂を
目指す。

⑴スウェーデン国立
銀行eクローナ，カナ
ダ銀行CAD-Coin，シ
ンガポール，中国人
民銀行などで分散型
台帳技術を使ったデ
ジタル通貨・資産の開
発。⑵ブロックチェー
ン技術のを活用して，
専用回線経由の取引
から低廉化する。⑶
並行して，銀行券や
硬貨の利用を縮小・
廃止する場合も。⑷
日本以外では通貨偽
造・高額紙幣廃止な
どとも関連。

④存立
基盤

⑴鉄道乗車券から生
まれ，⑵改札の柔軟
で迅速な処理が基盤
となり，⑶拡大して
いった鉄道・交通会社
の連携が機能を拡張
させ，⑷一般的な支
払手段へと転化。

⑴各店舗，LAWSON,
ドラックストア，ディス
カウントストア，空港，
高速道路，飲食店，
ホテル・旅館，ヤマト
運輸，Coca Cola等の
自販機などの連携。

⑴発行制限からくる希
少性と，⑵仮想通貨へ
の社会的信任。⑶強制
通用力無く，円などの
既存通貨の基礎付けを
欠き，サーバを持たな
い。⑷マイナーのコスト
上昇。

⑴MUFGではJ-Coin
構想を都市銀行と地
方銀行等との連携を
基盤に構築しようとす
る。⑵Facebookの世
界27億人のユーザー
を基盤に決済など金
融分野へ。

⑴各国金融システム
と国民の通貨への信
任の確立を踏まえた，
ICT化への対応。⑵民
間のキャッシュレス支
払の乱立を打開する
可能性。

⑤制約

⑴Ｓｕｉｃａを活用する
ためにはソニーの非
接触型ＩＣカードの機
能が必要で，⑵ＩＣチッ
プ等もまた高価であ
る。

⑴加盟店の制約，⑵
チャージ可能な上限
額，⑶ﾁｬｰｼﾞなどの拠
点である店舗とATM
の制約。

⑴発行量が限定。⑵価
値の保証を持たない。
⑶課税回避，資金洗浄
の可能性。⑷１つのブ
ロックを生成するのに
約10分と遅い。⑸法定
通貨と交換する取引所
の管理体制の甘さ。⑸
ブロック生成・追記する
マイナーの脆弱性。

⑴送金・決済で蓄積さ
れたビッグデータの適
正な利用への社会的
危惧。⑵Libraによる
中央銀行システムを
前提した，既存金融
業のアンバンドリング
への危惧。⑶従来の
金融秩序と金融政策
が震撼されることへの
危惧。

⑴左記の多様な
キャッシュレス化にお
ける民間の試行錯誤
を毀損する危惧。⑵シ
ステム構築に莫大な
費用がかかる可能
性。⑶現金取引を拒
否する店舗などが現
れ，国民への平等性
が失われる。

⑥技術
的展開
と派生
関係

FeliCaの技術的基盤
の上に，⑴クレジット
カード機能，⑵学生
証・社員証，⑶キャッ
シュカード機能，⑷新
幹線チケットレス，⑸
駅ロッカー，⑹2009年
インターネット物品購
入，⑺JRホテルメン
バーズカード，更に，
⑻2013年ビッグデー
タ解析による情報提
供サービス。

⑴商品券やテレカな
どプリペイドカードか
ら，チャージ可能な
カードへの媒体の進
化。⑵Waonのような
カード型電子マネー，
⑶クレジットカード，
キャッシュカードとの
統合による「イオンセ
レクト」，⑷Ｗａｏｎ加
盟店での使用，⑸ＩＣ
カードリーダライタを
使ってネットショッピン
グでの使用，⑹スマ
ホにアプリをダウン
ロードしてモバイル
WAON。⑺クレジット
カード登録とオート
チャージ。

⑴Satoshi Nakamtoが
2009年に提唱し，支援
者がInternet，TCP/IP
上の野に放った。⑵マ
イナー，交換所，所有
者によって構成される。
⑶Bitcoinを追撃した，
Etherreumは，ブロック
チェーン技術と，契約の
検証，執行，実行，交
渉などを進めるプロトコ
ルで，スマートコントラク
トという第三者を介さな
いで一定の期日等の条
件下で取引を開始する
プログラムを装備。⑷そ
の高度化も含め，通貨
以外の応用可能性。

⑴2009年以降のブ
ロックチェーン技術の
弱点の補正，⑵米ス
タートアップ企業や巨
大ＩＣＴ企業の破壊的
技術革新と既存金融
機関との対抗関係。
⑶SNSの大量の顧客
基盤に基づく金融領
域への参入。⑷新興
諸国等の金融包摂。
⑸金融技術革新と制
度整備の遅れによる
金融秩序への不安。
⑹規制緩和の進展と
各国の独禁政策，租
税政策等の衝突と新
たな枠組みの模索。

⑴現金通貨のための
発行・管理コストの低
減。⑵デジタル通貨
発行で，中央銀行に
企業や家計が口座を
開設する場合には，
国民の取引状況を中
央銀行が把握してし
まうという点の克服。
⑶各国通貨当局との
連携とIMF等の国際
的機関との調整と連
携が課題になる。仮
想通貨の評価，その
経済における中央銀
行の役割の変化，現
金通貨の没落とデジ
タル通貨の民間セク
ターへの影響など国
際的に研究。

⑦その
他

自動券売機等で現金
チャージが，500～
20,000円までで電子
マネーに比べ少額。

チャージ上限金額は
20,000年だが，設定
変更によって50,000
円。

⑴通貨としての価値の
軸心を持たず，絶えず
投機対象としてレートの
乱高下が発生する。

⑧参照

JR東日本Ｓｉｃａの記
事

イオンリテール，イオ
ン銀行他

日本ブロックチェーン協会
他

三菱ＵＦＪファイナン
シャルグループ，libra

Sveriges Riksbank E-
krona. Bank of
Canada,デジタル人民
元。

Ⅲ.預金金融機関の口座に依存しない  (続）

表 2-2　日本から見たキャッシュレス決済の鳥瞰図
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た第１次オンラインシステムは 1960 年代半ばにそのサービスを開始したのであり，オンライ

ン化から見れば，日本のキャッシュレス支払は早くからあったと言える。巨額のシステム・回

線投資は，当時，金融機関の参入障壁となっており，他の産業に対する銀行の優位性の基盤で

あるが，換言すれば大きな投資負担でもあった。

B. 銀行のキャッシュカードを使って支払を店舗に拡張する J-Debit

　上述の「A. 振込・口座振替」のシステムを前提して，日本電子決済推進機構 17) と銀行の連

合体という上位の機構を作って，支払者＝消費者が，⑴自ら口座のキャッシュカード
4 4 4 4 4 4 4 4

を持参し

て，⑵これを銀行の ATM や CD ではなく，受取者である事業者の店舗にある端末
4 4 4 4 4 4 4

で読み込ませ，

暗証番号を打つことで支払いを指図する。結果，⑶銀行の本支店や ATM・CD の立地という制約

を超えて，キャッシュレスで，支払者の支払決済の場を広く加盟各店舗に分離
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

・移転させる
4 4 4 4 4

の

がデビットカードである。したがって，クレジットカードなどと異なり，（４）銀行主導で即日
4 4

決済
4 4

を行い，⑸支払は預金残高の限度内に制約され，⑹支払者に金利・手数料がかからないこ

とが特徴である。

　J-Debit の場合，銀行のキャッシュカードにのみ依存するため，（１）読込端末を持っている

加盟店数が制約であるが，全国に 45 万カ所以上の加盟店があり，今日では，配達員の端末で

宅急便の代引きも行うこともできる。しかし，（２）インターネット取引，海外利用ができない。

　これに対して「国際ブランド」と呼ばれるデビットカードは，次に検討するクレジットカー

ドシステムに依拠しており，カード番号や有効期限などの情報を持ち，機能は複合的で海外利

用も可能である。

　2017 年の銀行法改正を受けて，コンビニ，スーパーマーケットの POS レジを使って現金を

引き出せる「キャッシュアウトサービス」が可能になったり，プリペイドカードへのチャージ

が可能になったりと動きが急である。2019 年秋，スマホ決済サービス Bank Pay（QR コードを

使って銀行口座から直接引き落し）を開始する予定で，ポイント付与なども可能で，各行の銀

行 Pay が進展すると見込まれる。また，みずほ J-Coin と地方銀行との連携も密接な関係を有

している。

C. 与信機能に支持されて加盟店で支払指示できるクレジットカード

　クレジットカード会社 18) の働きによって，⑴顧客＝支払者の商品などの購入代金をカード

会社が立替払い
4 4 4 4

することで，加盟店（受取者）にはいち早く支払われたり，資金管理が楽になっ

たり，⑵顧客は，現金を準備せずとも支払を指図でき，月毎の複数の利用をまとめて後払い
4 4 4

す

る。⑶デビットカードが即時払いとなるのにたいして，クレジットカードでは，与信機能
4 4 4 4

を梃

子にして決済を進めるため，後払いで金利
4 4

・手数料
4 4 4

がかかる。⑷そのぶん支払方法は多様で，

翌月１回払い以外に，分割払い・ボーナス払い・リボルビング払いという割賦払いや，返済条

件を後日に変更できるなど，柔軟な支払いが可能となっている。⑸クレジットカードの普及を

巡って，流通系カードの創設や，激しいポイント付与を巡る競争が見られる。また，⑹後述の

電子マネーと比べると，⒜与信審査，⒝ショッピングとキャッシングの与信枠の設定，その結

果，⒞チャージが不要などの特徴もある。⑺後述する QR コード決済などに注目が集まってい

るが，（ア）海外で利用ができること，（イ）柔軟な分割払いが可能なこと，（ウ）スピーディーな

支払手続き 19)，（エ）なお利用可能な店舗が少ないが，非接触型決済にも対応できるなど，優位
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性の高い決済手段と言える。（オ）旅行傷害保険など多様なサービスが付与される場合もある。

　最後に表３の C. クレジットカードの「⑤制約」欄の⑷で，筆者は一つの店舗で多種のクレジッ

トカード決済に対応するのは困難と書いた。しかし，電子商取引のプラットフォームを閲覧す

る顧客は，多種のクレジットカードを使う可能性がある。そのため，プラットフォーマーに対

して，決済代行業者
4 4 4 4 4 4

が仲介することで多種のクレジットカード決済を可能にしている。ここに

も，決済業務の部分的な分離と派生関係が確認できる。

D. 国庫金・地方税・公共料金の口座振替を受け付ける Pay-easy（ペイジー）

　2000 年，森政権の「e-Japan 戦略」に基づく「電子政府」のインフラとして，金融機関・日

銀・民間収納機関により設立されたのが，日本マルチペイメントネットワーク運営機構 20) に

よる，口座振替受付サービス Pay-easy（ペイジー）である。これによって，国庫金，地方税，

公共料金の支払いなどで手数料の無料化
4 4 4 4 4 4 4

が実施された。金融機関窓口やコンビニなどではな

く，ATM，電話，PC，モバイルなどの新しいチャネルで効率的な支払・収納を可能にする施策

であった。インターネットバンキングの登録をすると，本人確認も不要になり，自治体の収納

率の向上などが期待されてきた。認知度や，公共料金などを受け取る収納組織数が 2019 年 10

月でなお 1,947 と限られていることが制約になっている。

　ここまでの B.C.D. の三つは，A. の銀行の預金口座を基盤にして，独自のシステムを構築し

て口座残高の一部を移動させるもので，Ⅱのカテゴリーに総括されるものであった。次に見て

いくのは，預金金融機関の口座に依存しないキャッシュレス支払で，これはより新しいもので

ある。

E. 資金移動業者による送金 ― LINE Pay など ―

　これは極めて新しく，2010 年の資金決済法で可能になった資金移動業者による送金サービ

スである。これは，例えば SNS が，この新しい規制緩和によって，その顧客基盤を利用して送

金サービスに参入する場合である。

　ここでは LINE Pay を事例にその基本性格を見る。資金の移動を行う場合，銀行による内国

為替の方法がかつては一般的であったが，銀行業は，上掲 A. で見たようにサーバーと専用回

線に投資を行うことが基本的な前提であった。しかし，LINE Pay では，⑴ SNS のコミュニケー

ションツールとして日本国内で人口の 57.6％にあたる 7500 万人以上の利用者（2018 年２月末

時点）があり，その内，毎日利用するユーザーの比率が 84％あると言われる（2017 年 12 月末

時点）。⑵この国内スマートフォンサービスとしての優位性をもとにして，（ア）銀行口座振替・

セブン銀行 ATM・Fami ポート・LINE Pay カードなどによるチャージを基礎にして，（イ）スマホ

の LINE Pay 画面から顧客が指示することで，（ウ）顧客提示型ＱＲコード決済，LINE Pay カー

ド（国内外の JCB 加盟店で使えるクレジットカード・ポイント付与・チャージ式プリペイドカー

ド），LINE POINT などによる決済・送金・出金・外貨両替などの利用が可能になるサービスで

ある。⑶このサービスは，LINE Cash アカウントが前払式支払手段と，本人確認が必要な資金

移動業としての LINE Money の２種類のサービスから構成される。⑷顧客にとっては，出金に

200 円の他には，チャージ，決済，送金で手数料がかからず，LINE Pay は，決済時の加盟店か

ら得る手数料から収益を得ている 21)。

　日本における資金移動業者とは，⑴預金取扱金融機関以外の，内閣総理大臣の登録を受けた
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者で，表３のⅠである金融機関と同じ為替取引を行うが，⑵銀行以外で兼業可能な事業者であ

るため，資金移動のための残高上限額は 100 万円以下に制限されている。また，⑶そうした送

金の扱いを安全に行うために，送金途中にある資金の 100％以上の額を履行保証金
4 4 4 4 4

として保全

する義務などを負っている。⑷手数料は銀行より安く設定されている。

　もし，さらに規制緩和が進められ，資金移動の上限額が上昇したり，給与支払いに活用され

た時，資金移動業者の送金は，預金金融機関の内国為替業務に対抗する勢力となる。

　LINE Payなどの資金移動業は，新しいキャッシュレス化の代表と言える。その基本的特徴は，

SNS の強大な顧客基盤とネットワークの強みを活用
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

する非金融機関の業者が，資金移動業の領

域に参入している点にある。そのため表 2-1 の⑤から⑦の諸項目にあるように，政府の制度的

制約が課せられている。この資金移動業者と「コード決済」との関係は後で論じる。

F.-1，F.-2 前払式支払手段 ― プリペイド型電子マネー Suica と Waon ―

　前払式支払手段とは，例えば，商品券，カタログギフト券，磁気型・IC 型のプリペイドカー

ド，インターネット上で使えるプリペイドカードなどを言う 22)。商品券は，金品を贈与する

ことを差し控えて，贈与したい相手のために，特定の事業者，あるいは複数の限定された事業

者から商品を買い取る購買力を贈与するための手段である。すでにこの段階でも，ポイント付

与の萌芽となる割引が備わることがある。すなわち，プレミアム付き商品券がそうであり，例

えば 4000 円で購入した商品券が，店頭で 5000 円分購買できるものを言う。しかし，ここでは

ポイントを無視して，まず前払式の支払手段の機能そのものを問題にするのが適切である。

　そこで，典型的な事例として交通系電子マネーの Suica を分析する。これは，⑴ JR 東日本

が発行するプリペイド型電子マネーであり，⑵かつてこれは磁気ストライプカードであった

が，現在では，⒜ FeliCa の技術を用いて高速処理が可能な非接触型 IC カードとなって，⒝パ

スケースなどから取り出すことなく使える乗車券 23) である。⑶これを乗車券の用途で使う過

程で，他の鉄道・バス各社と連携した乗車券となり，⑷車内販売や駅売店など広範な通用力を

持つ電子マネーへと進化した。

　鉄道の乗車券は，旅客運送契約による運送請求権を備えた証券であるが，⑴利用に際して発

駅・着駅などが記載されたものを発券し，改
かいさつきょう

札鋏を入れて着駅で破棄する一回限りの紙カード
4 4 4 4 4 4 4 4 4

であった。しかし，⑵紙カードに代替する IC カードになり，使い捨てカードから運賃をチャー
4 4 4

ジして何度も繰り返し使えるカード
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

になることで応用範囲を広げ，⑶交通各社と連携した相互

利用が可能になり，⑷コンビニやスーパー，百貨店，空港などで使える共通性
4 4 4

を獲得して，電

子マネーの性格を強めた。この背景には，⑸情報媒体のカードの読み取り装置が，クレジット

カードと一緒に使える共用決済端末
4 4 4 4 4 4

などに転換したことがある。そして，⑹顧客は，電子マネー

で商品などを購入すると，原則 100 円ないし 200 円の購入で１ポイントたまり，これが強力な

消費者のインセンティブになっている。⑺そのポイントは，さらに「ポイント５倍デー」を設

定してみたり，所有者情報登録をすると常時ポイント２倍になるなどと機動的にポイント付与

率を操作したりして，消費者行動を制御する手段へと変貌した。

　Waon は，イオン株式会社が発行する流通系と言われる電子マネーで，これも FeliCa23) が利

用され，イオングループやコンビニ，家電量販店，交通機関など汎用性の高い電子マネーとし

て定着している。これらのプリペイド型電子マネーは，クレジットカードのような信用照会端

末を必要とせず，チャージできる金額が制限され，カードを読取端末にかざすだけの単純明快
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さが強みである。

　最後に，これらの電子マネーは本当に貨幣かという点を検討する。

　まず，⑴電子マネーは，現金や口座残高，クレジットカードなどから，円に固定されたレー

トでチャージされる。しかし，獲得した Suica や Waon は再び現金に払い戻されない。現金や

それに代替する預金は，法律上の貨幣でもあるが，電子マネーは，日本銀行券のような法貨と

しての強制通用力を受け取ってはいない。とすると，電子マネーは，法貨である現金に依存し

て，その支払手段としての機能が支持される，法貨に従属するものであることが明らかになる。

　⑵では，現金通貨が電子マネーに転換することで，如何なる変化が生じていると言えるので

あろうか。（ア）法貨規定は失われ，（イ）電子マネーの購買は JR 東日本やイオン株式会社と，こ

れに連携する企業群の商品提供力に依存しており，（ウ）これらが倒産した場合に，国民が所持

する電子マネーの存立が危うくなることが予想され，また議論されている。すなわち，その通

用性はあくまで私企業の商品提供力に支持されていることが分かる。（エ）では現金通貨から電

子マネーに転換された時に，チャージされた現金はどうなるのか。私企業側は，まだ，電子マ

ネー所有者に何ら対価を渡してはいない。このため，チャージによって JR 東日本やイオンは，

一方で，受け取った現金を預り金として計上し，それを経営資源として活用可能にすると同時

に，他方では，生成した電子マネーの支払に応じて，将来の時点で，商品・サービスの提供を

約束する，すなわち企業（または企業群）として，商品を配給することを約束することになる。

とすると，（オ）電子マネーは，一般的な意味でのマネーではなく，企業ないし企業群として，

ICT の発展に支えられた，将来，商品やサービスの提供を約束する商品配給指図書
4 4 4 4 4 4 4

であること

が明らかとなる。それは，一定の私的な通用圏を保証される手形が貨幣支払指図書
4 4 4 4 4 4 4

であること

に類比できる特性と言える。したがって，（カ）電子マネーというものは，現金通貨のような中

立的なものではなくて，あくまで企業・企業グループのための商品配給指図書として，顧客の

将来の購買を当該の企業・企業グループに囲い込む
4 4 4 4

ことが基本的使命なのである。その基本性

格は，電子マネーが，特定企業のみに通用するものであっても，企業グループに通用するもの

であっても，同じなのである。（キ）ポイントを付与する電子マネーを前提してみても，ポイン

トが電子マネーに親和的に作用して，企業グループに囲い込むインセンティブになることは理

解できるが，⒜ポイントが共通ポイントになると同時に，特定企業が付与したポイントが，グ

ループ内のライバル企業に流れると逆効果になるという問題があり，これは，⒝企業グループ

に囲い込むという本質を良く表すジレンマであると言える。電子マネーは，共通性を獲得すべ

しという要請と，共通性を獲得しても，本質的には連合する個別企業グループへの顧客囲い込

み活動であるという限界の中で運動するものである。

G-1 ～ 3. ブロックチェーン技術による仮想通貨とその多様性

　Bitcoinは，⑴ 2009年にSatoshi Nakamotoによって提唱され，協力者がインターネット(TCP/

IP) 上に放った，⑵サーバーなどの中央管理体を持たない通貨
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

とされた。⑶取引記録は，コイ

ンの外に置かれるのではなくて，全ての所有者のコインの内部に，およそ 10 分に１回マイナー

がブロックとしてデータに追記
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

するため，しだいにブロックは長く連なり，ブロックチェー

ンと呼ばれる形で内蔵されるので，改竄できない。すなわち，⑷ブロックチェーン技術，ハッ

シュ暗号，Peer to Peer (P2P) などを組み合わせて分散型台帳技術
4 4 4 4 4 4 4

（Distributed Ledger 

Technology）を成立させて，⑸改竄不能で限りなくデータを追記する機能
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

に支えられて，何れ
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の中央銀行にも依存しない通貨が作り出せるとされた。これは，サーバーなどのコンピュータ

と専用回線によって厳重にセキュリティーが確保される重装備のシステムを必要としない通

貨である。⑹何故，改竄不能に限りなくデータが追記できるかの理由は，P2P という通信方式

によって全ての参加者が，マイナーが作ったこれまでの全ての取引データを分散所有
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

している

ため，誰かが個別的に自分の所有額を増加させたとしても，マイニングの際に圧倒的多数を占

める共有データと改竄データとが不整合を起こして弾かれてしまうからである。⑺データのブ

ロックを数珠つなぎにしたブロックチェーンに，次の 10 分間の取引のデータを，新しいブロッ

クとして確定・追記する仕事は，世界で 100 ほど存在するマイナー
4 4 4 4

が莫大な電力とコンピュー

タリソースを投じて行っている。すなわち，過去の取引台帳データを解読して，追記すべきデー

タの整合性を取り，新しいブロックを追記できたマイナーは，その代償として新しく生成した

Bitcoin を受け取る。これをインセンティブとしてマイナーは自発的にマイニングの仕事に取

り組む。そのため彼らをマイナー（採掘業者）と言う。⑻この活動によって仮想通貨は中央管

理体なしに存続できるのである 24)。

　ブロックチェーン技術は，インターネットの世界で，ハイパーリンクを可能にする World 

Wide Web（WWW）に匹敵する発明だと言われている。その理由はこうである。通貨に限らず多

様な応用も期待されている。何故ならば，インターネット (TCP/IP) の上に成り立つ今日のイ

ンターネットという自由で開放的なメカニズムを作ったのは，この WWW のメカニズムであるが，

それは開放性の世界であり，換言すれば，情報を自由に世界に流通させ，コピーを無限に行い

うる世界でもあった。また，そこに WWW の大きな欠陥があったのにたいして，ブロックチェー

ン技術は，情報を制限し，改竄を阻止し，無限に追記するという，これまでのインターネット
4 4 4 4 4 4 4

の基本的な弱点を補完する技術
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

だからである（図３）。

　この基本機能を基盤に，Satoshi Nakamoto が提言したように仮想通貨 Bitcoin とこれに

類する数千の仮想通貨が生み出された。ブロックチェーン技術は，新しい通貨，仮想通貨

Bitcoin の基盤技術となった。ブロックチェーン技術は多様な応用性を持つ注目すべき技術で

あるが，これは先行する章で述べた。ここでは通貨との関連に限定する。そこで，問題となる

のは，Bitcoin などの仮想通貨は如何にしてその通貨価値を維持しているのかという点である。

　これに対する一般の回答は，⑴発行制限
4 4 4 4

によってその通貨価値が維持されるというもので

あった。Bitcoin の存続のためにマイナーはマイニングを行う。その報酬として，マイナーは

新しく生成した Bitcoin を獲得し，この限りでは Bitcoin は追加供給を受けるが，増加可能性

はこれだけであり，このシステムでは Bitcoin は厳しく発行制限を受けている。しかし，⑵発

行制限だけで，果たして事物は貨幣になれるのか。答えは NO である。

　何故なら，金本位制の下での兌換通貨（兌換銀行券）ならば，本位貨幣としての金貨という

それ自体に価値を有する貴金属に裏付けられて紙幣が価値を維持しているが，こうした貴金属

の支えを持たない不換銀行券・管理通貨では，発行制限だけで価値を維持することはできない

のである。発行制限の論点だけでは，貨幣を美術品のような希少財に還元してしまう論理にな

り，通貨価値を，美術品のような希少財と同列に扱ってしまい，純粋な心理現象，国民の信認
4 4 4 4 4

の問題に還元してしまう。そうではなくて，貴金属価値などを伴わない紙幣が，美術品のよう

な希少財ではなく，通貨として通用するためには，政府からも銀行などを含む民間企業からも

独立した中央銀行のような発行体が，⒜法貨規定を付与され，それを確保するために偽造防止

システムを備える通貨として発行される必要がある。さらに，⒝一国の年々歳々の社会的再生
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図３ のオープン型とプライベート型の対比

出典： を参考に著者が加筆修正して作成。

図の全体像については，注 の拙稿を参照せよ。

それ自体に価値を有する貴金属に裏付けられて紙幣が価値を維持しているが，こうした貴金属

の支えを持たない不換銀行券・管理通貨では，発行制限だけで価値を維持することはできない

のである。発行制限の論点だけでは，貨幣を美術品のような希少財に還元してしまう論理にな

り，通貨価値を，美術品のような希少財を同列に扱ってしまい，純粋な心理現象，国民の信認
．．．．．

の問題に還元してしまう。そうではなくて，貴金属価値などを伴わない紙幣が，美術品のよう

な希少財ではなく，通貨として通用するためには，政府からも銀行などを含む民間企業からも

独立した中央銀行のような発行体が，⒜法貨規定を付与され，それを確保するために偽造防止

システムを備える通貨として発行される必要がある。さらに，⒝一国の年々歳々の社会的再生

産の趨勢を把握して，マネーストック（実際には多層的な把握になるが）の量的管理の下に置

かれねばならない。この二つの規定は抽象的であるが，この規定を受けた通貨が，⒞金融機関

に預金として受け入れられ，⒟中央銀行が保有し，供給することで，資本主義経済の発展に対

応した高度な支払決済メカニズムの血液として流通する中に，現代の通貨の定在があるのであ

る。

したがって，⑵発行制限のみを持つ のような仮想通貨は，通貨代替物としての信認

を受けた瞬間に，反対に投機資金による投機対象に転化してしまい，その価値は投機に応じて

乱高下する。したがって，仮想通貨なるものは，通貨価値変動の軸心という基盤を持たないと

言うことができる。

そもそも も，欧州経済危機が起こり，ロシアの富裕層などが所持したリスクを嫌う

マネー，国際的に移動可能なマネーが，これを投機対象にしたことが， が注目された

一つの原因であり，その生成の過程からして投機的な資産であったと言えるのである。

また，⑶例えば に即して言えば，その時価総額は 年 月あたりでおよそ

億 ドル程度 ●である。これにたいしてアメリカ一国の に限ってみても， 年９月

（季節調整）で 兆 千億ドルである。無国籍の通貨というにはあまりに僅少な規模である。

そうした希少財は，国際的な資本移動と資金運用の観点から見た時，一つの投機対象に転じる

のは当然である。
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それ自体に価値を有する貴金属に裏付けられて紙幣が価値を維持しているが，こうした貴金属

の支えを持たない不換銀行券・管理通貨では，発行制限だけで価値を維持することはできない

のである。発行制限の論点だけでは，貨幣を美術品のような希少財に還元してしまう論理にな

り，通貨価値を，美術品のような希少財を同列に扱ってしまい，純粋な心理現象，国民の信認
．．．．．

の問題に還元してしまう。そうではなくて，貴金属価値などを伴わない紙幣が，美術品のよう

な希少財ではなく，通貨として通用するためには，政府からも銀行などを含む民間企業からも

独立した中央銀行のような発行体が，⒜法貨規定を付与され，それを確保するために偽造防止

システムを備える通貨として発行される必要がある。さらに，⒝一国の年々歳々の社会的再生

産の趨勢を把握して，マネーストック（実際には多層的な把握になるが）の量的管理の下に置

かれねばならない。この二つの規定は抽象的であるが，この規定を受けた通貨が，⒞金融機関

に預金として受け入れられ，⒟中央銀行が保有し，供給することで，資本主義経済の発展に対

応した高度な支払決済メカニズムの血液として流通する中に，現代の通貨の定在があるのであ

る。

したがって，⑵発行制限のみを持つ のような仮想通貨は，通貨代替物としての信認

を受けた瞬間に，反対に投機資金による投機対象に転化してしまい，その価値は投機に応じて

乱高下する。したがって，仮想通貨なるものは，通貨価値変動の軸心という基盤を持たないと
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そもそも も，欧州経済危機が起こり，ロシアの富裕層などが所持したリスクを嫌う

マネー，国際的に移動可能なマネーが，これを投機対象にしたことが， が注目された

一つの原因であり，その生成の過程からして投機的な資産であったと言えるのである。

また，⑶例えば に即して言えば，その時価総額は 年 月あたりでおよそ

億 ドル程度 ●である。これにたいしてアメリカ一国の に限ってみても， 年９月
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そうした希少財は，国際的な資本移動と資金運用の観点から見た時，一つの投機対象に転じる

のは当然である。

図３　Blockchain のオープン型とプライベート型の対比

産の趨勢を把握して，マネーストック（実際には多層的な把握になるが）の一国的な規模の量

的管理の下に置かれねばならない。この二つの規定は抽象的であるが，この規定を受けた通貨

が，⒞金融機関に預金として受け入れられ，⒟中央銀行が保有し，供給することで，資本主義

経済の発展に対応した高度な支払決済メカニズムの血液として流通する中に，現代の通貨の定

在があるのである。

　したがって，⑵発行制限のみを持つ Bitcoin のような仮想通貨は，通貨代替物としての信認

を受けた瞬間に，反対に投機資金による投機対象に転化してしまい，その価値は投機に応じて

乱高下する。したがって，仮想通貨なるものは，通貨価値変動の軸心
4 4 4 4 4 4 4 4 4

という基盤を持たないと

言うことができる。

　そもそも Bitcoin も，欧州経済危機が起こり，ロシアの富裕層などが所持したリスクを嫌う

マネー，国際的に移動可能なマネーが，これを投機対象にしたことが，Bitcoin が注目された

一つの原因であり，その生成の過程からして投機的な資産であったと言えるのである。

　また，⑶例えば Bitcoin に即して言えば，その時価総額は 2019 年 10 月あたりでおよそ

1450 億 US ドル程度 25) である。これにたいしてアメリカ一国のＭ１に限ってみても，2019 年

９月（季節調整）で３兆９千億ドルである。無国籍の通貨というにはあまりに僅少な規模であ

る。そうした希少財は，国際的な資本移動と資金運用の観点から見た時，一つの投機対象に転

じるのは当然である。

　このように現代経済での通貨としての実用という観点から見ると，⑴仮想通貨の規模は小さ

く，⑵１ブロックの処理に約 10 分かかることは，支払決済の処理速度としては遅すぎ，⑶ブロッ

クチェーンのデータが追記されて次第に重くなるために，マイナーのコストも高くなってきて

いる 26)。そして何よりも，そのボラティリティの高さが，通貨としての役割を殺してしまう

のだ。

　こうした制約の中で，ブロックチェーン技術の優位性を活用する既存金融機関
4 4 4 4 4 4

の動きが生ま

れてくる。インターネット上に開かれた Bitcoin はパブリックチェーン
4 4 4 4 4 4 4 4 4

と言われるが，ブロッ

クチェーン技術を取り込んで金融機関などの主導
4 4 4 4 4 4 4 4 4

によって支払決済を行う場合，これをプラ
4 4

イベートチェーン
4 4 4 4 4 4 4 4

と言う。表の G-2.で例に挙げた，2019 年後半に実用化すると言われている

MUFG コインは，そうした銀行が発行する仮想通貨で，P2P を介して低コストの送金や加盟店決

済など柔軟な金融サービスを実現しようとしている。また，Bitcoin などの投機的な価格変動
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図４ 中央銀行デジタル通貨の諸形態

〔出典〕雨宮正桂「デジタル通貨を発行すべきか」日本銀行， 年７月５日を参考に筆者作成。

このように現代経済での通貨としての実用という観点から見ると，⑴仮想通貨の規模は小さ

く，⑵１ブロックの処理に約 分かかることは，支払決済の処理速度としては遅すぎ，⑶ブ

ロックチェーンのデータが追記されて次第に重くなるために，マイナーのコストも高くなって

きている ●。そして何よりも，そのボラティリティの高さが，通貨としての役割を殺してし

まうのだ。

こうした制約の中で，ブロックチェーン技術の優位性を活用する既存金融機関
．．．．．．

の動きが生ま

れてくる。インターネット上に開かれた はパブリックチェーン
．．．．．．．．．

と言われるが，ブロッ

クチェーン技術を取り込んで金融機関などの主導
．．．．．．．．．

によって支払決済を行う場合，これをプライ
．．．

ベートチェーン
．．．．．．．

と言う。表の で例に挙げた， 年後半に実用化すると言われている

コインは，そうした銀行が発行する仮想通貨で， を介して低コストの送金や加盟店決済な

ど柔軟な金融サービスを実現しようとしている。また， などの投機的な価格変動とい

う弊害を抑制しようとして，難しい課題と言えるが， コインは円との連動を保持して，そ

の弱点を補正しようとしている。同様の動きは，全国１億人と言われる会員数， 店舗を

超える出店店舗数の基盤を持つ楽天市場による楽天コイン創設計画などにも見られる。

これに対して が創設しようとする は，⑴世界 億人のユーザーを潜在的顧

客にして普及させるという，金融とキャッシュレス社会への巨大なＳＮＳを足場にした挑戦
．．．．．．．．．．．．．．

と

言える。それは が事業分野として大きいとは言えなかった金融分野に参入することを象

徴する動きと言える。サービスを 年から開始し， の対話アプリに連動してドル

や円をリブラに交換して，メッセージを送る感覚で国境を越えて送金や購買が行えるようにな

ると謳っている。米ウーバーやマスターカード，ペイパル，スウェーデンの音楽配信スポティ

ファイなど運用開始時には 社にのぼる企業・団体が参加すると言われた ●。

これは，⑴日本国内での銀行系仮想通貨の構想とは次元を異にする意味を持っている。すな

わち，新興諸国の銀行口座も持たないユーザー層を金融サービスで捉える世界規模の金融包摂

の戦略である。また，⑵ドルなどの主要通貨建て預金や国債を裏付け

にして，通貨価値の乱高下を抑制し，⑶ よりも高速の処理を目指すものである。また，

⑷ の中でも突出した計画であり，個人情報保護で問題を起こした が運営するた

という弊害を抑制しようとして，難しい課題と言えるが，MUFG コインは円との連動を保持して，

その弱点を補正しようとしている。同様の動きは，全国１億人と言われる会員数，47,000 店

舗を超える出店店舗数の基盤を持つ楽天市場による楽天コイン創設計画などにも見られる。

　これに対して Facebook が創設しようとする Libra は，⑴世界 27 億人のユーザーを潜在的顧

客にして普及させるという，金融とキャッシュレス社会への巨大なＳＮＳを足場にした挑戦
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

と

言える。それは GAFA が事業分野として大きいとは言えなかった金融分野に参入することを象

徴する動きと言える。サービスを 2020 年から開始し，Facebook の対話アプリに連動してドル

や円をリブラに交換して，メッセージを送る感覚で国境を越えて送金や購買が行えるようにな

ると謳っている。米ウーバーやマスターカード，ペイパル，スウェーデンの音楽配信スポティ

ファイなど運用開始時には 100 社にのぼる企業・団体が参加すると言われた 27)。

　これは，⑴日本国内での銀行系仮想通貨の構想とは次元を異にする意味を持っている。すな

わち，新興諸国の銀行口座も持たないユーザー層を金融サービスで捉える世界規模の金融包摂

(Financial Inclusion) の戦略である。また，⑵ドルなどの主要通貨建て預金や国債を裏付け

にして，通貨価値の乱高下を抑制し，⑶ Bitcoin よりも高速の処理を目指すものである。また，

⑷ GAFA の中でも突出した計画であり，個人情報保護で問題を起こした Facebook が運営するた

め，IMF，BIS，G7，G20，先進諸国の財務省・中央銀行などが，金融政策の管理と秩序が破壊

されるとの危惧を強め，監視を強化しようとしている中で，リブラ協会の連合体から加盟企業

の離脱も起こっている 28)。

　とすると，表の G -3. のように，むしろ中央銀行が，自ら仮想通貨の技術を積極的に取り入

れて「中央銀行デジタル通貨 (Central Bank Digital Currency, CBDC)」を創設することも一

つの選択肢に浮上する。注 27) に記したように，中央銀行デジタル通貨の導入もまた，Libra

の導入と並ぶ問題点があることを指摘したうえで，日本銀行副総裁雨宮正佳氏の論点整理（注

28 参照）にしたがって整理すると，中央銀行デジタル通貨は図４のように分類できる。

第４節 決済のデバイスとしてのスマートフォンとコード決済

　今，決済に関して日本においてもっとも耳目を引くのは，Amazon Pay，PayPay，LINE Pay，

楽天 Pay，７pay などのコード決済
4 4 4 4 4

であろう。これは表２の A. から G. までの分類の一つに該

当するものではない。コード決済とは，決済を指示する技術に関するもので，それは，既に本

稿で見てきた，⑴区別される
4 4 4 4 4

決済の
4 4 4

諸分類にまたがる
4 4 4 4 4 4 4 4

ものである。そこに共通するのは，⑵支
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払のための技術的特性であり，支払の指図にバーコードやＱＲコード
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を使う点にある。これは，

店側のレジと顧客の間で QR コードなどをやり取りする，これまでより安価な支払システム
4 4 4 4 4 4 4 4 4

で

ある。

　⑴店側がコードを提示するのがユーザースキャン方式店舗提示型で，⑵顧客がコードを提示

するのがストアスキャン方式利用者提示型である。前者では，店舗は，何もコードをディスプ

レイで表する必要もなく，ただ紙に印刷された QR コードで提示ができるので，導入コストが
4 4 4 4 4 4

安い
4 4

＝普及させやすい
4 4 4 4 4 4 4

という決定的な特徴がある。⑶訪日外国人旅行者との関係で言うと，日

本固有の技術である FeliCa を搭載したクレジットカードや電子マネーの読み取り端末は，確

かに高速処理が可能で，クレジットカード・電子マネー・社員証・学生証などを一つのカード

に統合できるが，通用性が狭く，コストは高いものである。これにたいして，QR コード決済は，

コストが低いだけでなく，FeliCa 規格を有しない海外のスマホでも使える
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

という強みを持つ。

しかし，電子マネーのようにカードをかざすだけでは決して済まず，ユーザースキャン型の場

合，顧客が価格を入力するなどの手間がかかるのも事実である。

　異なった支払の仕組みにまたがると述べたが，コード決済には，⑴金融機関の預金口座と連

動するもの，⑵金融機関の ATM やコンビニでチャージするプリペイドのもの，⑶支払＝与信と

なるクレジットカード機能に依存するものなどが混在しており，それぞれ違った基盤から，QR

コードの活用という一つの方式に向かって派生している，それがコード決済である。換言すれ

ば，⑷それぞれの異なる支払システムが，共通となるスマートフォンというデバイスに移転さ

れている。⑸キャッシュレス推進協議会は，乱立する独自仕様のコード決済に対して技術的な

統一仕様を提唱しているが，既に，海外等との提携をすすめたコード決済業者は，統一仕様に

与しておらず，それ自体が競争関係の様相を呈している。

　目下，コード決済は，コンビニ，ドラッグストア，家電量販店，IT 系，通信系と急激に浸透し，

さらに Waon を運営するイオンなどの流通系が参戦すると言われており，まさに乱立の様相を

呈している 29)。しかし，国民にとっては，支払のためのお金の出どころが，⑴限りある預金

口座なのか，⑵チャージされた額なのか，⑶与信なのかという点で，それぞれに相違があり，

個々のコード決済の特性を見極めるのが難しい
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

と感じられている。

第５節 キャッシュレス化の多様性と深度からみる FinTech,Iot,Telematics

　ここまで，各種のキャッシュレス支払の特性を概観してきた。これらのシステムは，大まか

に言って三つのカテゴリーの企業から構成される。すなわち，⑴キャッシュレス化を進める新

しいプラットフォームを提供したり，従来のシステムを再編してキャッシュレス化を進めよう

とする金融諸機関など第一のグループ，⑵ここへシステムを提供したり，リースを行うシステ

ム・回線業を営む第二のグループ，⑶地域経済に根付いてこれを活用しようとする企業という

第三のグループがそれである。本節では，スーパーマーケット
4 4 4 4 4 4 4 4 4

を念頭において，この⑶の在り

方を検討する。このような各地域の社会経済にとってのキャッシュレス支払の効果を考える

と，以下のような導入の効果に多様性
4 4 4

と深度
4 4

があることが分かる。
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1. スーパーマーケットにおけるキャッシュレス化の多様性と深度

　スーパーマーケット業には，食品，衣料品，日用雑貨，化粧品，家具，インテリアなどを扱

う総合スーパーと，食料品を主に扱う食品スーパーに分かれる。ここでは後者の食品スーパー

を念頭において分析する。また，廉価・大量販売のために多品種・大量仕入を行い，外部委託

による場合もあるが，これを各所の店舗に仕分けて配送する必要もある。顧客への販売という

側面からみると，家庭用に多品種・大量販売を行い，長らく現金販売に依存してきたという特

性もある。一般的にレジスター，それも POS レジを使い，さらにセルフレジの導入が進んでい

るが，元来，店員が直接接客する業態である。また，コンビニとは異なり，店舗外周に青果，

鮮魚・寿司，精肉，惣菜，ベーカリーなどの作業室と冷凍・冷蔵庫，荷捌きスペース，廃棄物

保管庫などが配置され，人員は，ここで問題にするレジとそれ以外の作業とに配置されている。

　業務の流れからみると，⒜物流センターからの納品，⒝商品の陳列とレジでの対面販売，⒞

POS レジのデータとレジ現金の照合による納金機への保管と銀行口座への入金，⒟売価還元法

を利用している場合，期末の在庫高を把握して売上原価を確定する最も重要な作業としての棚

卸などから構成される。利幅の狭さから盗難，紛失，検品時の検数ミスなどから生じる減耗損

も重要になっている。

　この諸前提で支払のプロセスにキャッシュレス化を進めると，直接的には，紙幣と小銭によ

る支払時間が短縮できると言えるが，実際にはこの効果は多面的なものである。そこで，これ

を様々な経験が記載されたものから整理をすると，そこにはキャッシュレス化の多様性と，直

接の効果から高度な効果への序列が見つかる。これを本稿ではキャッシュレス化の「深度」と

呼ぶことにする。不十分かも知れないが，以下，12 段階の深度に整理する。

　⑴支払時間の短縮によるレジの渋滞緩和

　⑵レジ締めの作業時間軽減

　⑶これによって浮いた時間の接客や商品構成の改善への充当

　⑷大きく振り返って，業務フローや店舗レイアウトの見直しと再編

　⑸従業員数，パート比率の分析と人員配置の修正，研修の改良

　⑹初任給，最高・最低時給等の分析と労働編成の再編

　⑺ポイント・クーポン付与と販促イベントのさらなる精緻化

　⑻ポイント・電子マネー・コード決済などの構成とバランスの再編

　⑼来店顧客のデータ分析の深化と発展

　⑽ビックデータの分析，これらと自社・自店舗のデータ分析との対比による戦略作定

　⑾地域での他の企業との関係構築と結びつけたキャッシュレス導入による商流の展開

　⑿地域振興や街づくりにおける，支払・決済の完結までを視野に入れた設計

　ここで重要だと思われるのは，キャッシュレス支払のシステムを導入しても，⑴や⑵の効果

に留まっては，システム利用における決済事業者への手数料の負担
4 4 4 4 4 4

だけがのしかかるように思

われることである。項目⑶以降の業務改善やデータ分析にまで到達して，初めて導入効果がで

ると言える。

　消費増税の負荷を低減するために導入されたポイント還元という政策は，増税の負荷を軽減

することと，キャッシュレス化を進めるということとが混和しており，結果，ポイント還元に

該当しない業者を巻き込む値下げ競争になり，コード決済の乱立を生んでいる。スーパーマー

ケットにとっては，新しいキャッシュレス支払に応じるための POS レジの改修やその費用に逡
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巡も生じていると察する。費用の低廉なコード決済より，高齢化した地域社会では，単純明快

な電子マネーの方が顧客に好まれるかも知れない。全国に通用する電子マネーより，地域の商

流の形成を視野に入れて安価なハウス型電子マネー
4 4 4 4 4 4 4 4 4

を丁寧に導入する方が良いかも知れない。

　この点で，上掲の深度の大きな⑽から⑿の効果は，単に一店舗，一社で決定するのは困難で，

地域での対話・経験交流の中で会得する必要もある。また，特に強調しておきたいことは，地

域金融機関もまた，従来の業務の枠，各部署の枠にとらわれないで，換言すれば，戦後経済成

長の過程で形成された金融業界のスキームを新時代の建設のために疑う力を持って，地域の社

会経済支援に臨むべきである。この場合，事業者と顧客の間で成立するキャッシュレス化と
4 4 4 4 4 4 4 4 4

，

事業者向け金融サービスとを統合
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

して，金融サービスの地域における新しい在り方を追及すべ

きである。

2. キャッシュレス化から看取できる現代資本主義経済の実相と高度な派生関係

　キャッシュレスの諸手法を系統的に分析して総括してきたが，これをその基本性格から整理

してみよう。

⑴キャッシュレス化の動きは，最近の物に見えてそうではなく，日本の場合，1960 年代後

半からのオンライン化に起源があった。

⑵この基盤の上に，デビットカード，クレジットカード，Pay-easy などの上位の機構が生

まれ，現金および振込・口座振替の制約が，すなわち，全銀ネットワークに支えられた

店舗と ATM や CD のネットワークの制限が突破された。これらは，例外が認められるとは

いえ，銀行ネットワークを基盤にした金融と支払の発展系列に属する。

⑶これにたいして，電子マネーは，システム運営会社が，現金，銀行口座，クレジットカー

ドなどからチャージを受けて商品配給指図書として機能し，電子マネーに加盟する企業

グループによる商品・サービスの配給を受けるものであった。

⑷ 2010 年の資金決済法に則り，SNS の大きな顧客基盤を踏まえて，その通信インフラに一

定の制約を加えながら，法制による限度額の範囲内で資金を移動させる方式を選択した

のが，LINE Pay などの資金移動業者であった。ICT の発展に支えられて，顧客基盤とそ

れをつなぐネットワークが金融に転用できるという可能性は，今日現実性に転化した。

⑸これらの諸契機は，派生関係をなして展開する。それを技術的にも経済的にも，支えた

のは，⒜金融機関の専用回線を補完した通信諸手段であり，⒝ダイヤルアップ接続，⒞

アナログ電話による通信 ADSL，⒟デジタル電話回線である ISDN，⒠ケーブルテレビと同

時に利用する CATV，⒡高速通信を実現した光ファイバーであり，⒢外出先で使えるモバ

イル回線であった。

⑹これらの諸契機は，すべてドルや円といった各国通貨，法貨の働きを絶対的前提に持っ

ていた。商品価値を表現する価値尺度の機能も，例えば円に完全に依存し，nanaco １ポ

イントは１円で，１Waon は１円であった。ただ，その貨幣の流通（流通手段）を，⒜現

金流通から，預金の流通に置換し，⒝クレジットカード会社の仲介と与信に置換（支払

手段の関与）し，⒞公的な商品とサービスの流通を企業グループ内へ囲い込んだ，電子

マネーの商品配給指図書としての機能に置換したのである。

⑺ブロックチェーン技術に依存する支払システムは，一方で明確な効果は認められるが，

これを貨幣として活用する十分な方途が確立したとは言えない。
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⑻本稿では，キャッシュレス化とその諸手段が，如何なる派生関係の展開の中で生み出さ

れたか，その論理的な諸連関を簡潔明瞭に究明しようとした。事物は，その媒介の痕跡

をもたず孤立してそこにあるように見える。がしかし，電子マネーとしての Suica には，

初期の乗車券に表章された運送請求権としての性格は，何ら変質せず，現代にも貫いて

いるのである。Suica は，改札鋏を入れられて，改札に膨大な切符の屑が貯まるころの

運送請求権としての基本性格は，その外観は変わっても，何ら変質していないのである。

しかし，他方で，現代の運送請求権は，⒜何回も使え，⒝リチャージャブルで，⒞鉄道

の用途をこえて共通化した使途を有している。この派生関係は，現代社会の複雑性を分

析する上で極めて重要であり，類似する事例を敢えて挙げると，（ア）研究開発の労働が，

経営の負荷となる不生産的労働ではなく，生産現場から分離独立（派生）した生産的労

働であったり，（イ）知識やデータが価値を生むとされる現代の「無形資産」の本性を解明

するのに役立ったりする方法的見地と言える。しかし，本稿の主張は，派生関係の概念

を振り回すのではなくて，派生関係の事例を事実に即して分析することにある。

⑼最後に，筆者はスーパーマーケットの事例を通じて「ICT 化の多様性と深度」を検討した。

ここから明らかなのは，モノ作りと企業の壁を越えた ICT 化としての IoT，金融の ICT 化

としての FinTech，交通・物流の ICT 化としての Telematics など現代の人類社会は多面的，

多層的に ICT が浸透し，その技術的な応用可能性と資本主義的な充用の矛盾が，科学的

な解明の枢要の課題になるであろう。しかし，支配的な個別諸資本は，ICT 化を推し進め

る力量を発揮しているようである。ドイツ経済でもそうであるが，支配従属の関係が実

在するため，一方では ICT を推し進める方向性は誰の眼にも明らかであり，従属的な企

業との相互依存関係を取り結ぶ中での成長が大事なのであるが，他方では，従属する諸

資本の能力開発が資源不足の中でおざなりになる。これは資本主義が持っていた制限の

一つの，そして重要な矛盾の現れである。

注釈

1) FinTech とは，2000 年頃から使われた金融 (Finance) と技術 (Technology) を組み合わせた造語で，金

融サービスと情報技術を結びつけたさまざまな金融技術革新を指す。日銀「FinTech（フィンテック）と

は何ですか？」『教えて！にちぎん』https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/kess/

i25.htm/ （参照日：2019 年７月２日）。また，本稿に先行する拙稿を参照せよ。金谷義弘「FinTech と通

貨の未来 ― 現代の貨幣の変容とハイエクの『並行通貨』 ―⑴・⑵」『宮崎大学教育学部紀要 社会科学』

第 88・89 号，2017 年３月・８月，pp.55-75， pp.23-53。

2) 英『エコノミスト』編集部『通貨の未来 円・ドル・元』文芸春秋，2016 年。本書ではテーマに即した『エ

コノミスト』の論考を 2015 年 10 月から 2015 年 10 月までの 11 編，同エコノミスト・インテリジェンス・

ユニットの論考２編を収録している。

3)  「キャッシュレスで競争激化 コンビニ顧客争奪戦」tv asahi GO, 2019 年７月２日。また，経済産業省

は，QR コード決済における統一 QR コードへの切り替えと普及など，こうしたキャッシュレス社会の基

盤整備を推し進めるとしている。

4) FeliCa とは，Sony が 1987 年に開発を始め，1995 年香港交通カードへの採用を機に普及した高速・多機

能の非接触型 IC チップカード技術を言う。カード技術としての FeliCa は，⒜ IC カード側には，小型
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の IC チップとアンテナを装備し，⒝読み取り側のリーダー / ライタも，アンテナとコントロールボード

を持ち，⒞ 13.56MHz の周波数帯を利用して 212kbps/424kbps の通信速度を持つ対称通信が特徴である。

Sony は，ノイズや距離の変動にたいして安定的で，通信速度も理論的には 847kbps が可能であるとして

いる。⒟高速処理で，一枚のカードで多目的のデータ管理が可能で，一回の相互認証で複数のデータに

アクセスが可能で，カード内の処理が完了しないうちに，リーダー / ライタの電力供給範囲の外にカー

ドが出てしまっても，データの復元機能が働き，データの不整合を防止し，セキュリティーも高いとい

う。⒠通信距離は 10 ㎝程度の近距離無線通信 (Near Field Communication, NFC) である。FeliCa には，

FeliCa と FeliCa Lite-Ｓがあり，用途により使い分けられている。

5) CCC（Culture Convenience Club Co., Ltd）が提供しているＴポイントの場合，⑴ 2003 年から共通ポ

イントサービス「Ｔポイント」を開始し，100 社を超えるＴポイントアライアンスとそこから生まれる

リアルとネット上の膨大で多種多様な購買・行動データを一つの ID で紐づけられた 5000 万人のデータ

を収集してデータベース・マーケティングを展開している。⑵ 2011 年より CCC マーケティングによって

「メーカー版 CRM(Customer Relationship Management，顧客関係管理 )」サービスを提供しており，ネッ

ト販売，リアル店舗で商品提供を行う一般メーカー向けに，一社では把握できないデータを提供する。

すなわち，A. 顧客の属性や志向性などの人物像を把握する。B. これを踏まえて，適切なコミュニケー

ション戦略や商品戦略を立案・実施する。C. その顧客タイプが何故動いたのか，動かなかったのか。何

故買うようになり，買わなくなったのかなど，ターゲットとする顧客タイプの行動・動機を検証する。

D. 最適な改善策を立案・実施して，単なる PDCA ではなく，顧客を増やし，ロイアリティを高める「PDCA

スパイラル」を実現する，としている。「CCC データベース・マーケティング」https://www.ccc.co.jp/

business_outline/db-marketing/ （2019 年 10 月 18 日現在）より。⑶このＴポイントでは，（ア）ローソン，

カメラのキタムラなどのポイントを貯めて使えるポイントを貯めることのできる企業，（イ）ENEOS，55 ス

テーション，東急ホテルズ，ニッポンレンタカー，ピザハット，白木屋，魚民，笑笑，ユニバーサルホーム，

洋服の青山などのポイントを貯めるだけの企業，（ウ）楽天市場，ANA，DC カード，東京三菱 UFJ 銀行，UC カー

ド，JCB，りそな銀行，三井住友カードなど，マイルやポイントなどをＴポイントに交換だけできる企業

などに分類できる。

6) 共通ポイント化すると，加盟店舗・企業が与えたポイントが，競合店舗・企業に流出するという可能性

が生まれる。また，これを抑制するシステムも存在する。

7) RFM 分析は，最近購入日・来店頻度・購入金額ボリュームなど，デシル分析は，購入金額階層 (デシル )

別から優良顧客などの分析を可能にする。

8) 金融調査研究会とは，全国銀行協会が 1984 年に設置した研究機関で，2018 年３月に「キャッ

シュレス社会の進展と金融制度のあり方」を発表している。https://www.zenginkyo.or.jp/

fileadmin/res/news/news300437_1.pdf （参照日：2019 年７月２日）。経済産業省商務・サービスグ

ループ消費流通政策課「キャッシュレス・ビジョン」2018 年４月。https://www.meti.go.jp/pre

ss/2018/04/20180411001/20180411001-1.pdf（参照日：2019 年４月）。

9) 日本で一番早い銀行業務へのコンピュータ利用は，1959 年，真空管を利用した IBM650 の三和銀行によ

る導入であった（現三菱 UFJ 銀行）。第一次オンラインシステムでは，預金勘定元帳を処理して，為替，

ATM ネットワークなどを制御する，銀行の基幹系システムの中核である「勘定系システム」が構築された。

10) ここでは研究対象とならないが，日本においても電子商取引に関する法と制度の整備がすすめられ，国

内取引や国境を超える取引についての環境整備と消費者トラブルの解決の仕組みも進められている。経

済産業省「電子商取引の促進」では「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」，「電子消費者契約
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及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」など，経産省の一連の取組みが提示されている。

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/

11) 日本銀行は，ファイナリティーの概念を，ここで想定しているより遥かに複雑な金融経済機構を前提に

しつつ「期待どおりの金額が確実に手に入るような決済」，すなわち，⑴受け取ったお金が後になって紙

くずになったり消えてしまったりせず，⑵決済に際して後から絶対に取り消されないことが「ファイナ

リティーのある決済」だとしている。日本銀行「決済システムの概要」第７章「決済の実行 2. 安全な

決済手段の利用」。https://www.boj.or.jp/paym/outline/kg72.htm/

12)IC カードとは Integrated Circuit の略で，集積回路を内蔵したカードを意味し，読み取り機器に差し

込んで情報取り出せる「接触型 IC カード」と，アンテナコイルを内蔵して，同じくアンテナを持つ読み

取り機器と近づけるだけで情報をやりとりできる「非接触型ICカード」に分かれる。これらは，ビデオテー

プと同様の磁性体を持つ，裏面に濃い褐色の磁気ストライプのあるカードに比べて多くの情報を記憶で

きるので，不正に情報を読み取るスキンミングに強いという特徴を持つ。しかし，クレジットカードな

どで，今なお磁気にさらされて壊れやすい磁気ストライプが装備されるのは，世界中で使用するために

は，磁気ストライプしか読み取れない機器を使う場合も少なくないからである。

13)ATM には多数の機能がある。⑴預金の預け入れ・払い出し，⑵振込み（現金またはキャッシュカード利用）、

振込予約、振替、カードローンの返済，⑶通帳記帳，⑷キャッシュカードによる残高照会，⑸カードローン，

⑹定期預金の作成および解約予約，⑺外貨預金の作成および解約予約，⑻投資信託の追加購入，⑼キャッ

シュカードの暗証番号の変更，⑽１日あたり引き出し限度額の引き下げ変更などである（各行によって

⑸以降の機能は取り扱っていないものがある）。これにたいして，CDでは，⑴預金の引き出し，⑵残高照会，

⑶カードローン，⑷提携先のクレジットカードによるキャッシングと，その機能は制限されている。

14) 印鑑登録は，印影を銀行の各支店で保存して，窓口で照合することで，本人と口座を紐づける。明治時

代にはいって日本に近代的な銀行制度が成立する中で定着した。しかし，偽造，盗用される弱点を持ち，

その存立意義が形骸化していることが指摘されてきた。日本のメガバンクを中心に，印鑑から筆跡や筆

圧まで登録するサイン認証や，指静脈情報登録などへの移行が進められている。支払いの技術的基盤と

して消滅するものもあるが，支払いの経済的な基本性格は，不変なものとして存続する。両者を混同し

てはならない。印鑑と同様に，通帳も，PC やスマホで Web 上での確認が可能になり，それにたいする社

会的信頼が確立されると，ATM から記帳する機能が消滅し，銀行の維持費が低減できる。

15) デジタルコンパスとは，方位磁石に代わって電子的なセンサーで地磁気を検知し方位を判定する機器で，

多くの場合，GPS と組み合わせて使われる。

16)QR コードは，⑴自動車部品メーカーであるデンソーが 1994 年にオープンソースとして開発し，世界的

に普及したマトリックス型二次元コードで，⑵専用の読み取り装置を必要とせず，スマートフォンのカ

メラの画像処理機能で読み取れる。⑶データが一列に並ぶ，所謂「バーコード」が一次元コードである

のにたいして，情報を縦横の二次元で記録する二次元バーコードで，⑷記録できる情報量が数十倍から

数百倍と大きい。そのため，一次元コードであると商品のパッケージに記載できないような情報を格納

できる。⑸表示されたコードが破損・汚損していても「誤り訂正機能」で修正できる。⑹隅にある大き

な四角形を「切り出しシンボル」と言い，これをカメラがとらえると QR コードだと認識できる。⑺こ

れを支払決済に利用したものが QR コード決済で，決済分野に利用されて QRコードはその利用価値が改

めて認識された。次頁図参照。

17)J-Debit は，1998 年に発足した日本デビットカード推進協議会により体制が準備され，今日も協議会が

対外関係を代表しているが，その運営は日本電子決済推進機構が行っている。事業活動の内容は，デビッ
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および解約予約，⑺外貨預金の作成および解約予約，⑻投資信託の追加購入，⑼キャッシュカードの暗証番号の変更，

⑽１日あたり引き出し限度額の引き下げ変更などである（各行によって⑸以降の機能は取り扱っていないものがある）。

これにたいして， では，⑴預金の引き出し，⑵残高照会，⑶カードローン，⑷提携先のクレジットカードによるキャ

ッシングと，その機能は制限されている。

印鑑登録は，印影を銀行の各支店で保存して，窓口で照合することで，本人と口座を紐づける。明治時代にはいって日本

に近代的な銀行制度が成立する中で定着した。しかし，偽造，盗用される弱点を持ち，その存立意義が形骸化している

ことが指摘されてきた。日本のメガバンクを中心に，印鑑から，筆跡や筆圧まで登録するサイン認証や，指静脈情報登

録などへの移行が進められている。支払いの技術的基盤として消滅するものもあるが，支払いの経済的な基本性格は，

不変なものとして存続することと混同してはならないと言える。印鑑と同様に，通帳も， やスマホで 上での確認

が可能になり，それにたいする社会的信頼が確立されると， から記帳する機能が消滅し，銀行の維持費が低減でき

る。

デジタルコンパスとは，方位磁石に代わって電子的なセンサーで地磁気を検知し方位を判定する機器で，多くの場合，

と組み合わせて使われる。

ＱＲコードは，⑴自動車部品メーカーであるデンソーが ，オープンソースとして開発し，世界的に普及したマトリ

ックス型二次元コードで，⑵専用の読み取り装置を必要とせず，スマートフォンのカメラの画像処理機能で読み取れる。

⑶データが一列に並ぶ，所謂「バーコード」が一次元コードであるのに対して，情報を縦横の二次元で記録する二次元

バーコードで，⑷記録できる情報量が数十倍から数百倍と大きい。そのため，一次元コードであると商品のパッケージ

に記載できないような情報を格納できる。⑸表示されたコードが破損・汚損していても「誤り訂正機能」で修正できる。

⑹隅にある大きな四角形を「切り出しシンボル」と言い，これをカメラがとらえるとＱＲコードだと認識できる。⑺こ

れを支払決済に利用したものがＱＲコード決済で，決済分野に利用されてＱＲコードはその利用価値が改めて認識され

た。

は， 年に発足した日本デビットカード推進協議会により体制が準備され，今日も協議会が対外関係を代表

しているが，その運営は日本電子決済推進機構が行っている。事業活動の内容は，デビットカード決済事業を中心とし

た決済サービスの安全性推進，調査・研究・広報宣伝で，今後の活動の重点は，日本におけるデビットカードシステム

の検討と の利用を促進する効果的な施策の検討である。 年１月の会長企業は データ，副会長はゆうち

ょ銀行，みずほ銀行，三菱 銀行，三井住友銀行である。

クレジットカード会社は，各社の参加によってクレジット協会，日本クレジットカード協会などの業界団体を構成してい

る。

クレジットカードの決済スピードは，後述のコード決済などと比べて一定の優位性がある。 ｱ 電子マネーほど簡単では

ないとしても， ｲ サインや暗証番号の入力が必要であるが，特定のコンビニやスーパーでは，一定額以下の支出では省

略できたり， ｳ 磁気ストライプから，安全性の高い非接触型ＩＣチップの搭載が進む中で，電子マネーと同様に読み取

り装置にタッチするだけで支払える非接触型決済ができるようになったりしている。また， ｴ 店舗が負担する決済手数

トカード決済事業を中心とした決済サービスの安全性推進，調査・研究・広報宣伝で，今後の活動の重

点は，日本におけるデビットカードシステムの検討と J-Debit の利用を促進する効果的な施策の検討で

ある。2019 年１月の会長企業は NTT データ，副会長はゆうちょ銀行，みずほ銀行，三菱 UFJ 銀行，三井

住友銀行である。https://debitcard.gr.jp/index.html

18) クレジットカード会社は，各社の参加によってクレジット協会，日本クレジットカード協会などの業界

団体を構成している。

19) クレジットカードの決済スピードは，後述のコード決済などと比べて一定の優位性がある。（ア）電子マ

ネーほど簡単ではないとしても，（イ）サインや暗証番号の入力が必要であるが，特定のコンビニやスーパー

では，一定額以下の支出では省略できたり，（ウ）磁気ストライプから，安全性の高い非接触型 IC チップ

の搭載が進む中で，電子マネーと同様に読み取り装置にタッチするだけで支払える非接触型決済ができ

るようになったりしている。また，（エ）店舗が負担する決済手数料に関しても，スマホ決済への移行に

より低減の可能性がある。

20) 日本マルチペイメントネットワーク運営機構は，電子政府の決済インフラとして Pay-Easy を運営する

ために，多数の金融機関，日本銀行，大手民間収納機関によって 2001 年３月に設立された。金融機関

が提供するサービスとして利用コストの負担も金融機関が行っている。2019 年６月発表によると，2019

年５月の利用件数が 996 万件，利用金額が２兆 3652 億円（内，国が 232 万件，１兆 8939 億円，地方公

共団体 443 万件，3586 億円，民間 321 万件，1127 億円と増勢）となり，件数・金額とも月額過去最高と

なっている。また，オンライン方式の取り扱い件数も，初めて月間 600 万件を超えたとしている。2019

年 10 月には地方税共通納税システムの運用開始が予定されている。https://www.jammo.org/20190621_

newsrelease.pdf

21)LINE Pay 株式会社「LINE Pay」消費者庁第 29 回インターネット消費者取引連絡会配布資料，2018 年６

月 26 日。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/policy_coordination/internet_

committee/

22) 前払式支払手段は，以下の４つの条件をすべて備えたものである。すなわち，⑴金額又は物品・サービ

スの数量が，証票，電子機器その他の物に記載され，または電磁的な方法で記録されていること，⑵そ

のような方法で記録された金額または物品・サービスの数量に応じた対価が支払われていること，⑶こ

のような方法で記載された証票等や，これらの財産的価値と結びついた番号，記号その他の符号が発行

されること，さらに，⑷物品を購入するとき，サービスの提供を受けるときなどに，この証票等や番号，

記号その他の符号が，提示，交付，通知その他の方法により使用できる，という四つの要件を全て備え

たものを言う。ただし，６ヶ月内に限って使用できるもの，乗車券，美術館等の入場券，社員食堂の食

券等は，法の適用除外となる。
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23)Suica も Waon も Sony が開発した FeliCa が使われている。開発開始が 1988 年，当初，Sony は物流タ

グ用として開発したが，鉄道総合技術研究所の改札に関する共同開発を行ったことが，今日の方向性を

開いた。1997 年に香港の公共交通用電子決済手段オクトパスに採用され，2001 年に日本の IC 型乗車券

Suica に採用された。非接触型 IC カードとして，チップとアンテナがカード内に組み込まれ，リーダー

と非接触状態のままアンテナの電磁誘導でカード内に電力を発生させて，チップを作動させる。これが

カードを「かざす」ことの意味で，高速処理に最適であった。この非接触型 IC カードにたいして，カー

ド面に金色か銀色のチップがあり，このチップ面がリーダーと接触して作動するものを接触型 IC カード

と言って区別され，FeliCa は，鞄の中に入れていても通信可能な高速処理のカードである。Sony「FeliCa 

非接触 IC カード技術」https://www.sony.co.jp/Products/felica/

24) 本稿では簡潔なまとめしか行われていないが，筆者は，本稿に先立つ章で，ブロックチェーン技術，分

散型台帳技術，仮想通貨以外のブロックチェーン技術の応用可能性などについて説明している。金谷義

弘「Blockchain 技術と変容する社会経済の諸領域」（「FinTech と通貨の未来⑶」第５章所収『宮崎大学

教育学部紀要 社会科学』第 89 号，2017 年８月，pp.35-48）。

25)CoinMarketCap, Bitcoin(BTC) Historical Data. https://coinmarketcap.com › currencies › bitcoin 

› historical-data　これにたいして米ドルの M1 は 2019 年９月（季節調整）で 3 兆 9 千億ドルである

（Board of Governors of the Federal Resere System。https://www.federalreserve.gov/releases/h6/

current/default.htm

26)Eric Lam, Bitcoin Is Worth Less Than the Cost to Mine It, 25. January 2019. J.P.Morgan による

と 2018 年第四四半期における１Bitcoin を生み出す全世界の加重平均コストが 4060 ドル前後であるの

に対して，Bitcoin は同時期におよそ 3600 ドルであった。中国のマイナーはアルミ精錬業者などの余剰

電力を直接買い取り安価な電力を利用でき，１Bitcoin あたり 2400 ドル前後で生産できたと推測してい

るが，今後，損益はますます厳しくなると予測した。

27)Libra Association Members, White Paper An Introduction to Libra,. Libra Organisation, The 

Libra Blockchain, 18.June 2019. 

28) 本稿執筆の時点である 2019 年 10 月 18 日に開催された G20 では，⑴暗号通貨（資産）Libra を含むス

テーブルコイン（Stablecoins, 法定通貨を裏付けとしたデジタル通貨）に深刻なリスクがあるとして，

これにたいする厳格な規制の導入を合意した。⑵その恩恵を認めつつも，マネーロンダリング，違法金融，

消費者・投資家保護などへの危惧を表明し，主要通貨のバスケットによる Libra の価値の安定策につい

ても，中央銀行のマネーサプライのコントロールについても，同様であり，７月の G7 の「最高水準の金

融規制」を求める声に同調した。この問題の背景には，⑶各国の中央銀行システムのコストを，中央銀

行の通貨発行益が支えており，この金融システム維持コストを Libra が阻害する可能性が高いこと，⑷

民間の信用創造を阻害する可能性も高いこと，⑸総じて金融システムと金融政策への阻害が危惧される

ことが問題となっている。Hyun Song Shin, Big tech in finance: opportunities and risks, on the 

occasion of the BIS Annual General Meeting in Basel, on 30 June 2019. 雨宮正佳「日本銀行はデ

ジタル通貨を発行すべきか」( ロイター・ニュースメーカーにおける講演，2019 年７月５日 )。ここに

も言及されている「ホールセール型 CBDC」と「一般利用型 CBDC」，後者の中の口座型 CBDC とトークン型

CBDC の区別については，稿を改め検討する。

29)「キャッシュレス大混乱」『週刊エコノミスト』第 97 巻第 38 号，2019 年 10 月１日号，pp.16-35。
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